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は
じ
め
に

二
〇
年
一
月
か
ら
世
界
中
で
猛
威
を
ふ
る
う
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

は
、
様
々
な
変
異
株
を
生
み
出
し
な
が
ら
感
染
を
広
げ
、
未
だ
収
束
に
は
至
っ

て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
全
国
で
一
日
あ
た
り
の
新
規
感
染
者
の
報
告
数
が
七

二
〇
人
を
記
録
し
た
二
〇
年
四
月
一
一
日
を
ピ
ー
ク
と
す
る
第
一
波
で
は
、
現

場
は
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
と
の
戦
い
に
直
面
し
、
不
安
と
恐
怖
に
お
び
え
な
が

ら
、
こ
れ
ま
で
経
験
の
な
い
重
症
患
者
の
対
応
に
と
も
な
う
業
務
調
整
・
人
員

調
整
に
追
わ
れ
た
。

二
一
年
も
感
染
拡
大
は
続
き
、
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
発
生
し
た
第
五
波

で
は
、
全
国
的
な
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
数
や
重
症
者
数
の
急

増
に
と
も
な
い
、
医
療
体
制
は
ひ
っ
迫
し
た
。
入
院
患
者
数
の
増
加
率
を
上
ま

わ
る
勢
い
で
宿
泊
療
養
者
・
自
宅
療
養
者
が
増
加
し
、
十
分
な
医
療
を
受
け
ら

れ
な
い
ま
ま
自
宅
で
亡
く
な
る
療
養
者
も
い
た
。

強
い
緊
張
を
し
い
ら
れ
る
状
況
が
長
期
に
わ
た
り
、
看
護
職
は
心
身
と
も
に

疲
弊
し
、
救
え
る
命
を
救
え
な
い
事
態
も
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、「
自
分
た

ち
は
本
当
に
必
要
な
ケ
ア
を
提
供
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
喪
失
感

や
不
全
感
に
苛
ま
れ
た
。
同
時
に
、
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
症
は
、

人
々
の
間
に
「
不
安
や
恐
れ
」
を
生
じ
さ
せ
、
そ
れ
が
「
嫌
悪
・
差
別
・
偏

見
」
を
生
み
出
し
、
看
護
職
に
対
す
る
誹
謗
中
傷
を
引
き
起
こ
し
た
。

く
し
く
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
は
、
医
療
制
度
の
脆
弱
性
を

浮
き
彫
り
に
す
る
と
と
も
に
、
看
護
職
員
確
保
の
必
要
性
が
世
の
中
に
広
く
、

そ
し
て
よ
り
強
く
認
識
さ
れ
る
機
会
と
も
な
っ
た
。
本
特
集
で
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
な
か
で
、
医
療
現
場
、
と
く
に
病
院
で
奮
闘
す
る
看
護
職
の

労
働
実
態
と
、
そ
れ
に
よ
り
顕
在
化
し
た
看
護
労
働
の
課
題
と
今
後
の
対
策
に

つ
い
て
論
じ
る
。

第
一
章

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の

対
応
状
況

１

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
受
け
入
れ
へ
の
対
応

看
護
職
は
、
ク
ル
ー
ズ
船
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
プ
リ
ン
セ
ス
号
」
で
発
生
し

た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
以
下
、C

O
V

ID
-19

）
患
者
受
け
入
れ
開

始
以
来
、
軽
症
・
中
等
症
か
ら
重
症
ま
で
多
数
の
感
染
患
者
に
医
療
の
最
前
線

で
対
応
し
て
き
た
。

医
療
現
場
で
は
、C

O
V

ID
-19

患
者
の
受
け
入
れ
開
始
と
と
も
に
、
施
設
の

ゾ
ー
ニ
ン
グ
、
病
床
の
用
意
、
そ
こ
に
従
事
す
る
看
護
職
を
含
む
医
療
従
事
者

の
配
置
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
整
備
、
衛
生
材
料
や
防
護
関
連
用
具
の
確
保
等
、
様
々

な
対
応
に
追
わ
れ
た
。
と
く
に
、
第
一
波
（
二
〇
年
四
月
）
で
は
、
消
毒
、
マ

ス
ク
、
エ
プ
ロ
ン
、
グ
ロ
ー
ブ
等
、
感
染
防
御
に
関
す
る
資
材
の
在
庫
が
一
気

に
な
く
な
り
、
入
手
困
難
が
感
染
へ
の
不
安
に
拍
車
を
か
け
た
。
感
染
症
専
用

病
棟
で
は
、
掃
除
や
リ
ネ
ン
の
片
付
け
等
を
看
護
職
が
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
状
況
が
発
生
し
た
。

そ
れ
ま
で
は
、
各
現
場
に
は
決
め
ら
れ
た
看
護
師
配
置
人
数
が
割
り
当
て
ら

れ
、
療
養
環
境
は
開
放
的
で
あ
り
、
治
療
も
標
準
化
さ
れ
、
医
療
従
事
者
も
職

種
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
を
行
っ
て
い
た
。C

O
V

ID
-19

患
者
の
受
け
入
れ
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が
開
始
さ
れ
る
と
、
医
療
環
境
は
大
き
く
変
化
し
た
。
陰
圧
管
理
が
必
要
と
な

る
閉
鎖
空
間
で
、
人
工
呼
吸
器
や
Ｅ
Ｃ
Ｍ
Ｏ
（
人
工
肺
と
ポ
ン
プ
を
用
い
た
体

外
循
環
回
路
に
よ
る
治
療
）
が
複
数
台
稼
働
し
、
重
症
度
が
高
い
患
者
が
一
気

に
収
容
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
通
常
よ
り
も
多
く
の
看
護
師
を
配
置
す
る
必

要
が
生
じ
た
た
め
、
人
員
体
制
の
整
備
・
マ
ン
パ
ワ
ー
の
不
足
が
切
実
な
問
題

と
な
っ
た
。

感
染
拡
大
の
長
期
化
に
よ
り
、
業
務
負
担
の
増
大
、
精
神
的
負
担
に
よ
る
心

身
の
疲
労
、
制
約
だ
ら
け
の
日
常
生
活
を
送
る
な
か
で
、
離
職
者
や
メ
ン
タ
ル

ケ
ア
を
必
要
と
す
る
看
護
職
も
増
加
し
た
。

日
本
看
護
協
会
が
二
一
年
に
看
護
職
員
（
個
人
）
を
対
象
に
行
っ
た
（
１
）

調
査
に

よ
る
と
、「
二
〇
二
〇
年
三
月
か
ら
二
〇
二
一
年
九
月
ま
で
の
一
年
半
を
振
り

返
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
伴
う
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ

っ
た
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、「
自
分
自
身
が
感
染
す
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
恐
怖
・
不
安
」
が
七
八
・
六
％
と
最
も
多
く
、「
職
場
の
労
働
環
境
の
悪

化
」（
四
八
・
八
％
）、「
自
分
自
身
に
対
す
る
周
囲
か
ら
の
差
別
・
偏
見
・
心

な
い
言
葉
」（
一
九
・
六
％
）
が
回
答
の
上
位
三
位
を
占
め
た
。
ま
た
、
二
〇

年
三
月
以
前
と
比
較
し
た
心
身
の
変
化
に
つ
い
て
は
、「
い
つ
も
体
が
疲
れ
て

い
る
」「
体
調
不
良
（
肩
こ
り
、
頭
痛
、
胃
痛
等
）
が
あ
る
」
等
を
挙
げ
た
割

合
が
多
く
、
長
引
く
感
染
症
対
応
が
看
護
職
員
の
健
康
状
態
に
長
期
的
に
影
響

を
与
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

日
本
看
護
協
会
で
は
二
〇
年
三
月
頃
よ
り
、C

O
V

ID
-19

に
よ
る
リ
ス
ク
へ

の
不
安
や
ス
ト
レ
ス
、
感
染
管
理
等
に
関
す
る
不
安
や
悩
み
に
つ
い
て
、
電
話

や
メ
ー
ル
に
よ
る
相
談
対
応
を
行
っ
て
き
た
。
二
〇
年
四
月
六
日
〜
二
二
年
三

月
一
八
日
の
間
に
メ
ー
ル
で
約
一
二
〇
〇
件
、
電
話
で
約
四
〇
〇
件
の
相
談
が

寄
せ
ら
れ
た
。
最
も
多
い
の
は
、「
感
染
管
理
」
で
あ
っ
た
が
、
労
務
管
理
、

労
災
、
感
染
症
専
用
病
棟
へ
配
属
に
な
る
と
ま
ど
い
や
不
安
等
、
労
働
関
連
や

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
相
談
等
も
多
か
っ
た
。

相
談
対
応
を
通
じ
て
、
現
場
で
は
非
常
に
大
き
な
不
安
を
抱
え
な
が
ら
目
の

前
の
患
者
に
向
き
合
う
看
護
職
の
姿
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
上
司
と
部
下
の

デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
双
方
へ
の
不
信
感
を
あ
ら
わ
に
す
る
ケ

ー
ス
も
あ
り
、
日
頃
か
ら
の
組
織
や
職
場
の
脆
弱
な
部
分
が
今
回
の
危
機
的
状

況
に
あ
っ
て
露
呈
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。

C
O

V
ID

-19

患
者
受
け
入
れ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
看
護
師
不
足
に
よ
り
体
制
が

整
わ
ず
、
患
者
受
け
入
れ
を
断
っ
た
医
療
機
関
も
少
な
く
な
い
。
そ
も
そ
も
、

日
本
の
看
護
師
不
足
は
長
年
の
課
題
で
あ
り
、
配
置
基
準
ギ
リ
ギ
リ
の
人
数
で

や
り
く
り
し
て
き
た
病
院
も
多
い
な
か
で
、
さ
ら
に
人
員
を
要
す
るC

O
V

ID
-

19

患
者
対
応
に
よ
り
、
人
手
不
足
が
よ
り
一
層
深
刻
化
し
、
勤
務
環
境
も
悪

化
し
た
。

２

患
者
受
け
入
れ
と
看
護
提
供
体
制

�

病
棟
再
編
・
人
員
配
置
の
再
調
整

C
O

V
ID

-19

患
者
の
受
け
入
れ
が
開
始
さ
れ
る
と
、
勤
務
環
境
は
激
変
し

た
。
人
工
呼
吸
器
装
着
患
者
へ
の
対
応
は
患
者
一
人
に
対
し
看
護
師
が
一
人
以

上
、
Ｅ
Ｃ
Ｍ
Ｏ
装
着
患
者
へ
の
対
応
は
看
護
師
二
人
以
上
、
体
位
変
換
に
は
六

人
以
上
必
要
で
あ
り
、
手
厚
い
看
護
師
配
置
が
必
要
と
な
る
。
重
症
患
者
の
受

け
入
れ
を
行
っ
て
い
る
医
療
機
関
は
、
通
常
の
三
倍
以
上
に
相
当
す
る
人
員
を

必
要
と
し
た
。

人
工
呼
吸
器
を
装
着
し
たC

O
V

ID
-19

患
者
を
主
に
受
け
入
れ
る
集
中
治
療
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室
（
Ｉ
Ｃ
Ｕ
、
Ｃ
Ｃ
Ｕ
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
等
）
が
満
床
に
な
る
と
、
一
般
病
棟
で
も

重
症
患
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
多
床
室
中
心
の
病
棟
は
、

C
O

V
ID

-19

患
者
専
用
の
病
棟
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
感
染
患
者
受
け
入
れ
に

は
、
通
常
の
看
護
師
配
置
数
よ
り
も
増
員
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
看
護
管
理

者
は
様
々
な
調
整
を
行
い
対
応
し
た
。
具
体
的
に
は
、
集
中
治
療
室
へ
の
入
室

が
必
要
な
手
術
の
延
期
や
、
外
来
患
者
の
予
約
キ
ャ
ン
セ
ル
を
行
い
、
手
術
室

看
護
師
や
外
来
看
護
師
等
を
一
般
病
棟
へ
異
動
さ
せ
た
。
そ
の
う
え
、
一
般
病

棟
を
閉
鎖
し
看
護
師
を
集
中
治
療
室
や
感
染
症
病
棟
に
異
動
さ
せ
る
な
ど
、
人

員
増
加
が
見
込
め
な
い
な
か
で
病
院
内
の
人
員
調
整
を
行
っ
て
対
応
し
た
。

ま
た
、C

O
V

ID
-19

感
染
拡
大
へ
の
対
応
の
一
環
と
し
て
、
二
〇
年
二
月
に

政
府
が
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
等
に
対
し
、
臨
時
休
業
を
要
請
を
し
た

こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
を
持
つ
看
護
職
員
の
出
勤
が
困
難
と
な
る
ケ
ー
ス
が
多

発
（
２
）

し
た
。

日
本
看
護
協
会
が
二
〇
年
九
月
に
行
っ
た
「
看
護
職
員
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
応
に
関
す
る
実
態
調
査
」
に
よ
る
と
、C

O
V

ID
-19

患
者
を
受

け
入
れ
た
病
院
の
う
ち
四
六
・
〇
％
が
看
護
配
置
を
変
更
し
て
い
た
。
そ
の
う

ち
、
病
棟
を
閉
鎖
し
て
対
応
し
た
病
院
は
四
六
・
一
％
、
病
棟
閉
鎖
等
を
せ
ず

に
病
棟
・
外
来
等
の
配
置
数
を
減
ら
し
て
対
応
し
た
病
院
は
三
七
・
九
％
で
あ

っ
た
。

C
O

V
ID

-19

患
者
の
受
け
入
れ
の
中
心
と
な
っ
た
感
染
症
指
定
医
療
機
関
・

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
重
点
医
療
機
関
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
疑
い
患
者
受
入
協
力
医
療
機
関
（
以
下
、
指
定
医
療
機
関
等
と
い
う
）
で

は
、「
病
棟
を
閉
鎖
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
病
棟
を
つ
く

り
、
看
護
職
員
を
配
置
し
た
」
割
合
が
五
三
・
一
％
と
そ
れ
以
外
の
病
院
と
比

べ
て
高
か
っ
た
。

看
護
配
置
を
変
更
し
た
病
院
の
う
ち
「C

O
V

ID
-19

対
応
に
看
護
職
員
が
集

中
し
た
た
め
、
そ
の
他
の
部
門
が
手
薄
に
な
っ
た
」
と
回
答
し
た
病
院
は
四

七
・
六
％
で
あ
り
、
通
常
医
療
と
の
両
立
に
苦
慮
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
指
定
医
療
機
関
等
で
は
「
他
の
部
門
が
手
薄
に
な
っ
た
」
と
回
答
し
た

割
合
が
五
〇
・
六
％
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
病
院
よ
り
高
か
っ
た
。

さ
ら
に
感
染
力
の
強
い
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
流
行
に
よ
り
、
感
染
や
濃
厚
接
触

と
な
り
待
機
と
な
る
看
護
職
員
が
急
増
し
、
人
員
体
制
の
維
持
に
難
渋
し
た
医

療
施
設
が
続
出
し
た
。
日
本
医
療
労
働
組
合
連
合
会
の
「
第
七
次
『
新
型
コ
ロ

ナ
感
染
症
』
に
関
す
る
緊
急
実
態
調
査
」
に
よ
る
と
、
医
療
機
関
の
四
割
が
コ

ロ
ナ
以
外
も
含
む
救
急
搬
送
の
受
け
入
れ
を
断
っ
て
お
り
、
う
ち
重
点
・
協
力

医
療
（
３
）

機
関
で
は
八
割
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
も
、
看
護
職
員
不
足
が
続
き
、

頻
繁
な
勤
務
シ
フ
ト
の
変
更
に
よ
る
長
時
間
労
働
、
他
病
棟
で
の
勤
務
が
業
務

の
や
り
方
や
患
者
受
け
入
れ
の
対
応
に
戸
惑
い
を
生
じ
さ
せ
、
時
間
外
勤
務
が

増
加
す
る
と
と
も
に
精
神
的
な
疲
弊
を
招
い
た
。

�

C
O
V
ID
-19

対
応
と
看
護
職
員
配
置

C
O

V
ID

-19

対
応
に
は
、
通
常
よ
り
も
多
く
の
看
護
師
を
配
置
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
看
護
配
置
基
準
か
ら
説
明
し
て
い
く
。

病
院
に
お
け
る
看
護
職
員
の
配
属
先
は
、
主
と
し
て
入
院
患
者
に
対
応
す
る

「
病
棟
」
と
、
外
来
受
診
患
者
に
対
応
す
る
「
外
来
」、
看
護
部
門
を
統
括
す
る

「
看
護
部
」
が
あ
り
、
そ
の
他
、
病
院
機
能
に
応
じ
て
「
救
急
部
（
救
急
救
命

セ
ン
タ
ー
）」「
周
産
期
医
療
セ
ン
タ
ー
」「
手
術
部
（
室
）」「
集
中
治
療
室
」

「
検
査
部
（
室
）」「
地
域
医
療
部
門
」
な
ど
と
な
る
。
通
常
看
護
職
員
の
六
〜

八
割
が
「
病
棟
」
に
配
属
さ
れ
る
。
と
く
に
入
院
患
者
に
対
し
て
は
二
四
時

間
・
三
六
五
日
の
体
制
で
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
看
護
職
員
は
夜
勤
を
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第１８表 医療法による病院の主な人員の基準

結核病床

結核の患者を入院さ
せるための病床

医師 １６：１
薬剤師 ７０：１
看護職員 ４：１

（各病床共通）
・歯科医師 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者に対し、１６：１
・栄養士 病床数１００以上の病院に１人
・診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実情に応じた適当数
（外来患者関係）
・医師 ４０：１
・歯科医師 病院の実情に応じた適当数
・薬剤師 外来患者に係る取扱処方せん７５：１
・看護職員 ３０：１

※１ 大学病院（特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く）のほか、内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する１００床以上の病院（特定機能病院を除く）
のことをいう。

※２ 当分の間、看護職員５：１、看護補助者を合わせて４：１
〔出所〕２０１０年１２月２日社会保障審議会医療部会資料を日本看護協会が一部改編

感染症病床

感染症法に規定する
一類感染症、二類感
染症及び新感染症の
患者を入院させるた
めの病床

医師 １６：１
薬剤師 ７０：１
看護職員 ３：１

精神疾患を有する者を入院させるための
病床

１）以外の病院

医師 ４８：１
薬剤師 １５０：１
看護職員※３ ４：１

精神病床

１）大学病院等※１

医師 １６：１
薬剤師 ７０：１
看護職員 ３：１

療養病床

主として長期にわた
り療養を必要とする
患者を入院させるた
めの病床

医師 ４８：１
薬剤師 １５０：１
看護職員※２ ４：１
看護補助者※２

４：１
理学療法士及び作業
療法士 病院の実情
に応じた適当数

一般病床

精神病床、感染症病
床、結核病床、療養
病床以外の病床

医師 １６：１
薬剤師 ７０：１
看護職員 ３：１

定義

人員配置基準

特
集
２

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
な
か
で
の
看
護
労
働
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含
む
交
代
制
で
勤
務
す
る
。
看
護
職
員
配
置
基
準
は
、
入
院
患
者
数
に
対
し
て

「
配
属
さ
れ
た
実
人
員
数
」
を
規
定
し
た
も
の
と
、
交
代
制
を
前
提
に
「
実
際

に
看
護
に
あ
た
る
平
均
的
な
人
数
（
出
勤
者
数
）」
を
規
定
し
た
も
の
と
が
あ

る
。
前
者
の
例
は
「
医
療
法
」、
後
者
の
例
は
「
診
療
報
酬
の
算
定
基
準
」
で

あ
る
。

ま
ず
、
医
療
法
の
規
定
で
は
、
一
般
病
床
・
感
染
症
病
床
の
看
護
職
員
は
入

院
患
者
三
人
に
対
し
一
人
以
上
（
特
定
機
能
病
院
に
つ
い
て
は
二
対
一
）、
外

来
患
者
三
〇
人
に
対
し
一
人
以
上
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
入
院

患
者
・
外
来
患
者
に
対
し
て
「
配
属
さ
れ
た
実
人
員
数
」
で
あ
る
。
医
療
法
の

規
定
は
病
床
種
別
（
一
般
・
療
養
・
精
神
・
感
染
症
・
結
核
）
ご
と
に
規
定
さ

れ
る
「
標
準
」
と
し
て
示
さ
れ
、
医
療
機
関
の
医
師
数
ま
た
は
看
護
職
員
数
が

「
標
準
」
に
満
た
な
い
場
合
も
医
業
継
続
は
可
能
だ
が
、
保
険
医
療
機
関
に
つ

い
て
は
診
療
報
酬
が
減
算
さ
れ
る
（
第
１８
表
参
照
）。

一
方
、「
診
療
報
酬
の
算
定
基
準
」
は
健
康
保
険
法
が
定
め
る
患
者
へ
の
医

療
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
医
療
機
関
へ
の
報
酬
（
診
療
（
４
）

報
酬
）
の
支
払
基
準

で
あ
り
、
厚
生
労
働
省
告
示
な
ら
び
に
同
保
険
局
医
療
課
長
通
知
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
る
。
診
療
報
酬
算
定
要
件
の
該
当
部
分
は
、
患
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供

体
制
と
し
て
の
看
護
体
制
（
配
置
・
勤
務
体
制
等
）
の
基
準
を
示
し
て
お
り
、

保
険
医
療
機
関
の
収
益
に
直
結
す
る
こ
と
か
ら
、
実
態
と
し
て
看
護
体
制
の
あ

り
方
を
強
く
規
制
し
て
い
る
。

巻
頭
色
刷
り
第
１
図
は
、
二
二
年
四
月
改
定
の
入
院
報
酬
の
規
定
を
示
す
。

各
病
院
は
そ
の
機
能
に
応
じ
て
、
い
ず
れ
か
の
入
院
料
区
分
を
選
択
し
、
各
区

分
の
看
護
職
員
配
置
基
準
に
即
し
た
配
置
を
行
う
。
た
と
え
ば
、
急
性
期
の
入

院
医
療
を
担
う
医
療
機
関
で
あ
れ
ば
「
急
性
期
一
般
入
院
基
本
料
」
の
基
準

（
看
護
職
員
配
置
は
患
者
一
〇
対
一
）
を
満
た
し
た
う
え
で
算
定
を
届
け
出

る
。
と
く
に
入
院
患
者
に
占
め
る
医
療
・
看
護
の
必
要
度
の
高
い
急
性
期
患
者

の
割
合
が
多
い
病
院
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
手
厚
い
看
護
配
置
基
準
（
入
院
料
一

（
七
対
一
））
の
届
け
出
が
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
ら
「
一
〇
対
一
」「
七
対
一
」
な
ど
の
診
療
報
酬
算
定
要
件
で
の
看
護

配
置
基
準
は
、
入
院
患
者
数
に
対
し
て
「
実
際
に
看
護
に
あ
た
る
平
均
的
な
人

数
（
出
勤
者
数
）」
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。

診
療
報
酬
算
定
要
件
が
定
め
る
「
患
者
七
対
一
」
と
は
、
一
日
二
四
時
間
を

平
均
し
て
患
者
七
人
に
一
人
の
看
護
職
員
が
実
際
に
看
護
に
あ
た
っ
て
い
る
こ

と
を
指
し
、
こ
の
体
制
が
可
能
な
看
護
職
員
の
配
置
を
求
め
て
い
る
。
具
体
的

な
イ
メ
ー
ジ
は
、
巻
頭
色
刷
り
第
２
図
に
示
す
。

「
医
療
法
」
の
「
患
者
三
対
一
」
と
診
療
報
酬
算
定
要
件
の
「
患
者
七
対

一
」
を
比
較
す
る
と
、
必
要
な
配
置
実
人
員
は
前
者
一
四
人
に
対
し
後
者
三
〇

人
と
二
倍
強
で
、
昼
夜
と
も
に
圧
倒
的
に
後
者
が
手
厚
い
看
護
体
制
で
あ
る

（
第
１９
表
参
照
）。

第
１９
表
の
急
性
期
一
般
入
院
基
本
料
一
（
看
護
配
置
「
七
対
一
」）
算
定
病

床
は
、
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
算
定
五
九
万
二
三
四
〇
床
の
う
ち
三
四
万
九
三

八
三
床
（
一
九
年
六
月
末
現
在
・
厚
生
労
働
省
保
険
局
調
べ
）
で
約
六
割
に
の

ぼ
る
。
ほ
か
に
、
特
定
機
能
病
院
（
大
学
病
院
本
院
等
）
が
算
定
す
る
特
定
機

能
病
院
入
院
基
本
料
算
定
病
床
が
五
万
八
〇
〇
〇
床
あ
ま
り
あ
る
。

以
上
は
、
一
般
の
病
棟
の
看
護
配
置
基
準
だ
が
、
高
度
急
性
期
医
療
対
応
の

治
療
室
で
は
よ
り
多
く
の
看
護
職
員
の
配
置
が
必
要
で
あ
る
（
第
２０
表
参

照
）。
診
療
報
酬
算
定
要
件
は
、
救
急
救
命
セ
ン
タ
ー
や
各
種
の
集
中
治
療

室
、
総
合
周
産
期
医
療
セ
ン
タ
ー
な
ど
、
高
度
な
急
性
期
医
療
を
担
う
ユ
ニ
ッ

ト
に
つ
い
て
は
別
途
手
厚
い
人
員
体
制
を
規
定
す
る
。
た
と
え
ば
特
定
集
中
治

療
室
管
理
料
の
「
常
時
二
対
一
」
の
配
置
要
件
は
、
入
院
患
者
二
人
に
対
し
二
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第１９表 一般病棟の看護職員配置基準と配置例

診療報酬算定要件
（急性期一般入院基本料）

入院料２

実際に看護にあたる平均的な人数
（出勤者数）

１０対１

２１人

１３人

７人

６人

３人

１４人

〔備考〕 １）看護職員の年間総労働時間１８００時間、１日の労働時間８時間として試算。端数は切り上げ。
２）夜勤帯勤務の看護職員数は、「準夜勤帯」「深夜勤帯」それぞれに記載の人数が勤務するものとして
試算。

〔出所〕 日本看護協会作成

第２０表 高度急性期医療対応治療室等の看護職員配置基準と配置例

ＥＣＭＯ治療ユニット

常時（２４時間を通じ配置レベルを維持）

１対２

１人

２人

６人

１０人

〔備考〕 １）「ハイケアユニット」：「ハイケアユニット入院医療管理料」（診療報酬）施設基準適用
２）「集中治療室（ＩＣＵ）」：「特定集中治療室管理料」（診療報酬）施設基準適用

※ 看護職員の年間総労働時間１８００時間、１日の労働時間８時間として試算
〔出所〕 日本看護協会作成

入院料１

７対１

３０人

１８人

１０人

４．２人

４人

１０．５人

集中治療室

（ＩＣＵ）

２対１

２人

１人

３人

５人

医療法

一般・感染症病床の標準

配属された実人員数

３対１

１４人

９人

５人

８．４人

２人

２１人

ハイケアユニット

（ＨＣＵ）

４対１

４人

１人

３人

５人

区分

配置基準の表現

患者対看護職員比率

看護職員総数

１日の延べ出勤者数

日勤帯勤務の看護職員数

日勤看護職員
一人あたり患者数

夜勤帯勤務の看護職員数

夜勤看護職員
一人あたり患者数

配置基準の表現

患者対看護師比率

患者数

勤務する看護師数

１日の延べ出勤者数

（１勤務８時間）

配置する看護師総数※

入
院
患
者
４２
人
の
病
棟
の
配
置
例

特集２ 新型コロナウイルス感染拡大のなかでの看護労働
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四
時
間
常
時
看
護
師
一
人
以
上
が
勤
務
し
て
い
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ

る
。
年
間
総
労
働
時
間
一
八
〇
〇
時
間
を
前
提
に
概
算
す
る
と
、
二
四
時
間
・

三
六
五
日
を
常
時
一
人
の
職
員
が
勤
務
す
る
体
制
を
と
る
に
は
五
人
の
職
員
を

配
置
し
交
代
で
勤
務
に
あ
た
る
必
要
が
あ
る
。
集
中
治
療
室
治
療
の
対
応
で
は

な
い
も
の
の
、
一
般
の
病
棟
よ
り
手
厚
い
治
療
・
看
護
を
要
す
る
患
者
に
対
応

す
る
「
ハ
イ
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
」
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
応
で
は
人
工
呼

吸
器
に
よ
る
呼
吸
管
理
を
要
す
る
患
者
等
が
収
容
さ
れ
た
。
重
症
の
呼
吸
不
全

患
者
に
対
し
Ｅ
Ｃ
Ｍ
Ｏ
を
行
う
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
高
度
な
チ
ー
ム
医
療
体
制
が
と

ら
れ
、
一
人
の
患
者
に
常
時
二
人
以
上
の
看
護
師
配
置
が
求
め
ら
れ
た
。
患
者

一
人
に
常
時
二
人
が
勤
務
す
る
体
制
を
と
る
に
は
少
な
く
と
も
一
〇
人
の
看
護

師
が
必
要
で
あ
り
、
当
然
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
は
Ｅ
Ｃ
Ｍ
Ｏ
看
護
の
知
識
・
経
験

が
求
め
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
日
本
の
病
床
あ
た
り
看
護
職
員
配
置
数
は
、
二
〇
一
七
年
で
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
三
五
ヵ
国
の
う
ち
三
〇
位
と
、
諸
外
国
に
比
べ
て
か
な
り
低

い
。
日
本
で
は
、
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
を
算
定
す
る
治
療
室
（
Ｉ
Ｃ
Ｕ
）

に
お
け
る
看
護
師
配
置
は
常
時
二
対
一
が
基
準
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、

諸
外
国
で
は
一
・
五
対
一
以
上
の
配
置
が
標
準
的
で
（
５
）

あ
り
、
一
・
五
対
一
の
手

厚
い
配
置
は
二
・
〇
対
一
の
配
置
に
比
較
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ
死
亡
率
低
下
と
有
意
に

関
連
す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
（
６
）

い
る
。
実
際
に
は
、
高
度
な
医
療
が
必
要
な
患

者
の
医
学
的
管
理
や
ケ
ア
を
行
う
た
め
に
、
診
療
報
酬
上
の
評
価
は
さ
れ
な
い

も
の
の
、
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
一
〜
四
を
算
定
す
る
六
六
五
治
療
室
の
う

ち
、
約
六
割
が
一
・
五
対
一
以
上
の
手
厚
い
配
置
を
行
っ
て
（
７
）

い
る
。

看
護
職
員
配
置
数
が
他
の
多
く
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
よ
り
少
な
い
要
因
の
一

つ
は
、
日
本
の
病
床
数
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
病
床
数
が
多
い
ほ
ど
、
看
護
師

が
必
要
に
な
る
。
人
口
一
〇
〇
〇
人
あ
た
り
の
病
床
数
は
、
日
本
が
一
三
・
一

で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
は
二
・
八
、
イ
ギ
リ
ス
二
・
五
、
フ
ラ
ン
ス

六
・
〇
、
ド
イ
ツ
八
・
〇
、
イ
タ
リ
ア
三
・
二
、
カ
ナ
ダ
二
・
五
と
な
っ
て

（
８
）

い
る
。

地
域
医
療
構
想
の
も
と
、
病
床
の
機
能
分
化
と
連
携
が
進
め
ら
れ
て
い
る

が
、
安
定
し
た
医
療
提
供
体
制
の
実
現
に
は
、
医
療
従
事
者
の
人
材
確
保
が
必

須
で
あ
る
。

�

院
内
で
の
応
援
体
制
と
職
員
の
勤
務
調
整

日
本
看
護
協
会
の
調
査
（
前
掲
「
看
護
職
員
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
応
に
関
す
る
実
態
調
査
」）
に
よ
る
と
、
国
内
で
のC

O
V

ID
-19

発
生

（
二
〇
年
一
月
）
か
ら
初
回
の
緊
急
事
態
宣
言
解
除
（
二
〇
年
五
月
）
ま
で
の

間
の
看
護
職
員
配
置
の
不
足
感
に
つ
い
て
は
、C

O
V

ID
-19

患
者
の
受
け
入
れ

の
有
無
に
関
わ
ら
ず
三
四
・
二
％
の
病
院
が
「
あ
っ
た
」
と
回
答
し
た
。
指
定

医
療
機
関
等
で
は
四
五
・
五
％
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
病
院
と
比
べ

て
、
不
足
感
が
あ
っ
た
と
回
答
す
る
割
合
が
高
か
っ
た
。

病
院
で
看
護
職
員
が
不
足
し
た
際
の
対
応
で
は
「
病
棟
再
編
成
や
配
置
転
換

等
に
よ
り
院
内
で
人
手
を
確
保
し
た
」
が
全
体
で
六
八
・
九
％
と
最
も
多
か
っ

た
。
指
定
医
療
機
関
等
で
は
、
同
回
答
が
七
九
・
六
％
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の

病
院
よ
り
も
高
か
っ
た
。

こ
う
し
た
事
態
は
、
感
染
拡
大
が
続
く
な
か
で
引
き
続
き
大
き
な
課
題
で
あ

り
、
看
護
管
理
者
を
悩
ま
せ
た
。

日
本
看
護
協
会
が
行
っ
た
「
二
〇
二
一
年
病
院
看
護
・
外
来
看
護
実
態

（
９
）

調
査
」（
以
下
、「
二
一
年
調
査
」）
に
よ
る
と
、
二
一
年
四
〜
九
月
（
い
わ
ゆ

る
「
第
五
波
」）
の
時
期
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
し
て
困
っ

た
こ
と
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
患
者
に
関
す
る
こ
と
で
は
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
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ル
ス
感
染
症
患
者
以
外
の
患
者
の
減
少
」
が
五
五
・
六
％
で
最
も
多
く
、
次
い

で
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
の
増
加
」
が
三
四
・
九
％
で
あ
っ

た
。診

療
体
制
に
関
し
て
困
っ
た
こ
と
で
は
、「
発
熱
外
来
設
置
の
た
め
の
体
制

整
備
」
五
七
・
八
％
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
診
療
体
制
の
変
更
（
例
―
病
棟

や
外
来
の
閉
鎖
な
ど
）
お
よ
び
職
員
の
再
配
置
」
が
四
四
・
三
％
、「
自
治
体

又
は
地
域
の
他
施
設
と
の
連
携
」
が
三
〇
・
三
％
の
順
に
多
か
っ
た
。

看
護
職
員
に
関
し
て
困
っ
た
こ
と
で
は
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

へ
の
感
染
又
は
自
宅
待
機
等
に
よ
り
働
け
な
く
な
る
看
護
職
員
の
増
加
」
が
五

九
・
四
％
と
最
も
多
く
、
次
い
で
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
に
対

応
す
る
看
護
職
員
の
確
保
」
が
四
〇
・
一
％
、「
新
卒
看
護
職
員
の
成
長
・
習

熟
へ
の
影
響
」
が
三
三
・
七
％
と
続
い
た
。

日
本
医
療
労
働
組
合
連
合
会
の
「
第
七
次
『
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
』
に
関
す

る
緊
急
実
態
調
査
」
に
よ
る
と
、
院
内
で
発
生
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
を
乗
り
切
る

た
め
の
手
段
と
し
て
、「
応
援
体
制
」
と
回
答
し
た
六
割
強
の
施
設
の
う
ち
、

施
設
内
の
職
員
で
回
す
と
い
う
応
援
体
制
が
九
割
で
あ
っ
た
。
同
調
査
の
自
由

回
答
記
述
に
は
、「
人
員
不
足
（
職
員
も
感
染
）
に
よ
り
勤
務
調
整
が
困
難
、

勤
務
調
整
に
よ
り
毎
日
の
よ
う
に
変
わ
る
勤
務
予
定
、
他
病
棟
へ
の
応
援
で
は

患
者
受
け
入
れ
の
対
応
が
分
か
ら
ず
超
勤
が
増
え
た
、
精
神
的
に
疲
れ
る
」
と

い
っ
た
記
述
が
多
く
み
ら
れ
た
。

�

潜
在
看
護
職
の
復
職

二
〇
年
四
月
七
日
の
緊
急
事
態
宣
言
発
令
を
受
け
、
翌
八
日
に
は
中
央
ナ
ー

ス
セ
ン
（
１０
）

タ
ー
か
ら
、
ｅ
ナ
ー
ス
セ
ン
（
１１
）

タ
ー
の
求
職
登
録
者
・
届
出
制
度
登
録
者

約
五
万
人
の
離
職
中
の
看
護
職
に
復
職
を
求
め
る
メ
ー
ル
が
配
信
さ
れ
た
。
メ

ー
ル
送
信
直
後
よ
り
、「
少
し
で
も
役
に
立
ち
た
い
」
と
復
職
支
援
を
無
料
で

行
っ
て
い
る
都
道
府
県
の
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
へ
問
い
合
わ
せ
が
多
く
寄
せ
ら
れ

た
。日

本
看
護
協
会
が
行
っ
た
調
査
で
は
、
同
会
の
呼
び
か
け
に
応
え
て
復
職
し

た
看
護
職
員
の
九
〇
・
七
％
が
、
現
在
も
看
護
職
と
し
て
就
業
を
継
続
し
て
い

る
。
今
回
の
就
業
を
き
っ
か
け
と
し
て
今
後
も
看
護
職
と
し
て
就
業
を
「
継
続

し
た
い
」
と
回
答
し
た
者
は
五
四
・
一
％
、「
条
件
が
合
え
ば
継
続
し
た
い
」

（
四
〇
・
九
％
）
を
合
わ
せ
る
と
、
九
五
・
〇
％
に
の
ぼ
っ
た
。

復
職
し
た
看
護
職
員
は
、
病
院
、
軽
症
者
向
け
宿
泊
施
設
や
発
熱
外
来
等
、

幅
広
い
就
業
場
所
で
活
躍
し
た
。
他
方
で
、
今
後
の
看
護
職
員
の
確
保
と
活
用

の
課
題
と
し
て
、
病
院
で
は
潜
在
看
護
職
員
の
能
力
の
把
握
や
教
育
・
研
修
を

理
由
に
雇
用
意
欲
が
低
い
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
継
続
的
な
教
育
等
に
よ

り
、
未
就
業
の
状
態
で
あ
っ
て
も
、
ス
キ
ル
の
研
鑽
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ

ろ
う
。

二
一
年
に
入
り
、C

O
V

ID
-19

の
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
本
格
化
す
る
と
再
び
看

護
職
確
保
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
り
、
四
月
一
九
日
に
中
央
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
は
、

ｅ
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
の
求
職
・
届
け
出
制
度
登
録
者
五
万
人
弱
に
メ
ー
ル
で
ワ

ク
チ
ン
接
種
業
務
に
関
す
る
就
業
依
頼
を
行
っ
た
。

二
〇
年
四
月
六
日
か
ら
二
二
年
四
月
二
四
日
ま
で
に
、
約
二
万
五
〇
〇
〇
人

の
看
護
職
が
就
業
し
た
（
第
１０
図
参
照
）。
そ
の
う
ち
感
染
者
が
治
療
、
療
養

を
行
う
宿
泊
療
養
施
設
や
病
院
等
で
約
五
〇
〇
〇
人
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
業
務
に

約
一
万
七
五
〇
〇
人
が
就
業
す
る
な
ど
、C

O
V

ID
-19

対
応
に
寄
与
す
る
潜
在

看
護
職
の
力
は
大
き
か
っ
た
。

特集２ 新型コロナウイルス感染拡大のなかでの看護労働
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第
二
章

日
本
の
看
護
制
度

な
ぜ
看
護
職
の
人
員
不
足
が
続
い
て
い
る
の
か
、
看
護
制
度
、
看
護
職
の
養

成
お
よ
び
就
業
状
況
等
と
労
働
実
態
に
つ
い
て
述
べ
る
。

１

「
看
護
」
の
仕
事
と
看
護
制
度

現
在
、
看
護
を
業
と
す
る
資
格
は
、
国
家
資
格
の
「
保
健
師
」「
助
産
師
」

「
看
護
師
」、
お
よ
び
都
道
府
県
資
格
（
就
業
は
全
国
で
可
）
の
「
准
看
護
師
」

の
四
種
で
あ
る
。
本
特
集
で
は
こ
れ
ら
資
格
を
有
す
る
者
を
「
看
護
職
」、
資

格
を
有
し
看
護
業
務
に
就
い
て
い
る
者
を
「
看
護
職
員
」
と
称
す
る
。

近
代
看
護
制
度
の
歴
史
は
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
の
「
産
婆
規
則
」

（
の
ち
に
助
産
婦
規
則
）
に
始
ま
り
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
の
「
看
護
婦

規
則
」、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
の
「
保
健
婦
規
則
」
に
よ
っ
て
三
職
種

と
な
る
。
現
在
の
看
護
制
度
は
、
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
制
定
の
「
保
健

師
助
産
師
看
護
師
法
」
に
よ
る
。

「
保
健
師
」
は
公
衆
衛
生
・
保
健
、「
助
産
師
」
は
助
産
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
専
門
領
域
を
持
つ
。
現
在
「
保
健
師
」「
助
産
師
」
は
「
看
護
師
」
を

基
礎
資
格
と
し
て
お
り
、
看
護
師
資
格
を
持
た
な
い
者
が
免
許
を
得
る
こ
と
は

で
き
な
い
。「
准
看
護
師
」
は
「
看
護
師
」
に
許
さ
れ
た
業
務
を
医
師
ま
た
は

「
看
護
師
」
の
指
示
の
も
と
で
行
う
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
一
九
五
一
（
昭
和

二
六
）
年
、
高
等
教
育
が
普
及
途
上
だ
っ
た
時
代
に
中
学
校
卒
業
者
を
対
象
に

短
期
間
で
養
成
す
る
職
種
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。

第１０図 都道府県ナースセンターによる新型コロナウイルス感染症対応看護職員
の就業支援実績

〔備考〕２０２０年４月６日～２０２２年４月２４日までの累積、２０２２年４月２６日現在。
〔出所〕 内閣官房「第３回新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議 資料」
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一
般
に
は
医
師
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
看
護
職
だ
が
、
法
的

に
は
業
務
独
占
を
許
さ
れ
た
専
門
職
種
で
あ
る
。
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
は

看
護
師
を
「
厚
生
労
働
大
臣
の
免
許
を
受
け
て
、
傷
病
者
若
し
く
は
じ
ょ
く
婦

に
対
す
る
療
養
上
の
世
話
又
は
診
療
の
補
助
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
者
（
法

第
五
条
）」
と
し
て
い
る
。「
診
療
の
補
助
」
の
実
施
は
医
師
・
歯
科
医
師
の
指

示
を
前
提
と
す
る
が
、「
療
養
上
の
世
話
」
は
、
対
象
者
の
苦
痛
を
緩
和
し
、

食
事
・
排
泄
・
睡
眠
な
ど
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
看
護
職
が

直
接
的
に
患
者
を
保
護
し
支
援
す
る
こ
と
を
指
し
、
医
師
の
指
示
を
要
し
な
い

独
自
の
機
能
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
業
務
を
統
合
的
に
行
い
う
る
こ
と
が

看
護
の
独
自
性
で
あ
り
、
強
み
で
あ
る
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
医
療
の
高
度

化
・
専
門
化
に
と
も
な
い
、
独
自
の
専
門
領
域
を
持
つ
医
療
関
連
職
種
（
理
学

療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
臨
床
検
査
技
師
、
視
能
訓
練
士
、
臨

床
工
学
技
士
、
義
肢
装
具
士
、
救
急
救
命
士
、
診
療
放
射
線
技
師
）
が
次
々
に

制
度
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
業
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
行
為
（
診
療

の
補
助
）
は
、
法
的
に
は
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
に
定
め
る
看
護
師
の
業
務

独
占
（
看
護
師
で
な
け
れ
ば
行
っ
て
は
な
ら
な
い
）
を
一
部
解
除
し
て
実
施
可

能
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
医
師
の
指
示
の
も
と
で
看
護
師
が
実
施

可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

看
護
業
務
の
範
囲
を
め
ぐ
り
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
か
ら
あ
ら
た
に
「
特
定

行
為
に
か
か
わ
る
看
護
師
の
研
修
制
度
」
が
施
行
さ
れ
た
。「
特
定
行
為
」
と

は
、
医
行
為
の
う
ち
医
師
の
み
が
実
施
可
能
な
「
絶
対
的
医
行
為
」
に
対
し
、

技
術
的
な
難
易
度
、
判
断
の
難
易
度
は
と
も
に
高
い
も
の
の
、
専
門
的
な
教
育

訓
練
を
受
け
た
看
護
師
が
医
師
の
手
順
書
を
も
と
に
実
施
可
能
な
行
為
を
指

し
、
イ
ン
ス
リ
ン
の
投
与
量
の
調
整
な
ど
三
八
行
為
が
特
定
さ
れ
た
。
看
護
師

が
特
定
行
為
を
手
順
書
に
よ
り
行
う
場
合
は
、
特
定
行
為
研
修
の
受
講
が
義
務

づ
け
ら
れ
る
。
多
職
種
に
よ
る
チ
ー
ム
医
療
の
さ
ら
な
る
推
進
、
職
種
間
の
タ

ス
ク
・
シ
フ
ト
／
タ
ス
ク
シ
ェ
ア
を
通
じ
た
医
療
安
全
確
保
と
質
向
上
、
医
師

の
長
時
間
労
働
の
是
正
な
ど
に
貢
献
す
る
。

２

看
護
職
員
の
養
成
と
教
育

�

看
護
職
員
の
養
成
課
程

看
護
職
の
各
課
程
養
成
定
員
（
一
学
年
）
の
総
計
は
約
七
万
七
〇
〇
〇
人
を

数
え
、
様
々
な
ル
ー
ト
を
通
し
て
看
護
を
学
ぶ
（
巻
頭
色
刷
り
第
３
図
参

照
）。
例
年
、
約
五
万
五
〇
〇
〇
人
が
養
成
課
程
を
終
え
、
約
五
万
人
が
看
護

職
資
格
を
取
得
す
る
。
し
か
し
、
離
職
に
よ
る
減
少
、
再
就
業
に
よ
る
増
加
が

あ
り
、
最
終
的
に
毎
年
の
増
加
は
三
万
人
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
。

看
護
師
の
養
成
課
程
は
、
高
等
学
校
卒
業
を
要
件
と
す
る
「
看
護
師
三
年
課

程
」
と
、
准
看
護
師
が
看
護
師
資
格
を
得
る
た
め
の
「
看
護
師
二
年
課
程
」
か

ら
な
る
。「
保
健
師
課
程
」「
助
産
師
課
程
」
は
そ
れ
ぞ
れ
教
育
年
限
一
年
以
上

と
さ
れ
て
い
る
が
、
四
年
制
大
学
の
一
部
で
「
看
護
師
三
年
課
程
」
と
「
保
健

師
課
程
」「
助
産
師
課
程
」
と
の
統
合
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
の
教
育
が
行
わ
れ
て

い
る
。「
准
看
護
師
課
程
」
は
中
学
校
卒
業
を
要
件
と
し
、
養
成
所
の
ほ
か
、

高
等
学
校
衛
生
看
護
科
が
あ
る
。

看
護
職
養
成
体
制
は
こ
の
五
〇
年
間
に
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
一
九
七
〇

（
昭
和
四
五
）
年
時
点
で
総
養
成
定
員
の
七
割
近
く
を
占
め
て
い
た
准
看
護
師

課
程
に
代
わ
り
、
看
護
師
三
年
課
程
が
急
増
し
た
。
看
護
師
三
年
課
程
で
は
大

学
、
養
成
所
が
そ
れ
ぞ
れ
養
成
数
を
増
や
し
て
い
る
が
、
と
く
に
大
学
の
伸
び

が
著
し
い
（
第
２１
表
）。
同
じ
く
高
度
な
専
門
職
で
あ
る
小
中
学
校
教
員
養
成
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学
部
の
一
学
年
定
員
（
国
公
立
大
学
）
の
一
万
三
〇
〇
〇
人
弱
（
一
八
年
・
文

部
科
学
省
教
員
人
材
政
策
課
調
べ
に
よ
る
）
と
対
比
す
れ
ば
、
そ
の
規
模
が
推

察
で
き
る
。
二
〇
〇
二
年
に
は
看
護
職
養
成
の
充
実
を
図
る
一
環
と
し
て
看
護

師
の
「
五
年
一
貫
教
育
」
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
、
准
看
護
師
課
程
で
あ
る
高
等

学
校
衛
生
看
護
科
の
一
部
が
移
行
し
た
結
果
、
准
看
護
師
養
成
定
員
が
大
き
く

減
少
し
た
。

若
年
人
口
が
減
少
す
る
な
か
で
、
各
養
成
課
程
が
社
会
人
経
験
者
等
の
多
様

な
背
景
を
持
つ
人
材
の
受
け
入
れ
を
進
め
、
一
八
歳
人
口
以
外
に
人
材
供
給
源

の
多
様
化
を
図
る
こ
と
が
必
須
と
な
ろ
う
。
厚
生
労
働
省
は
一
五
年
三
月
、

「
看
護
師
養
成
所
に
お
け
る
社
会
人
経
験
者
の
受
け
入
れ
準
備
・
支
援
の
た
め

の
指
針
」
を
公
表
し
た
。
そ
の
な
か
で
「
今
後
、
看
護
師
学
校
養
成
所
は
、
大

卒
・
短
大
卒
者
等
を
含
む
社
会
人
経
験
の
あ
る
学
生
の
受
け
入
れ
に
、
よ
り
積

極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
」
る
と
し
て
、
入
学
者
選
抜
方
法
や
既
習

単
位
の
扱
い
、
教
育
方
法
の
工
夫
な
ど
、
養
成
所
側
に
体
制
整
備
を
呼
び
か
け

て
い
る
。

�

資
格
試
験
―
卒
後
の
就
業
状
況

各
養
成
課
程
の
修
了
後
、
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
師
に
つ
い
て
は
国
家
試

験
、
准
看
護
師
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
の
試
験
を
経
て
合
格
者
に
免
許
が

交
付
さ
れ
る
。
国
家
試
験
合
格
率
は
資
格
に
よ
っ
て
、
ま
た
年
に
よ
っ
て
多
少

の
ば
ら
つ
き
は
あ
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
八
〇
〜
九
〇
％
台
後
半
で
推
移
し
て

い
る
。
二
二
年
二
月
実
施
の
各
試
験
の
合
格
者
数
・
合
格
率
は
、
第
一
〇
八
回

保
健
師
国
家
試
験
七
〇
九
四
人
（
八
九
・
三
％
）、
第
一
〇
五
回
助
産
師
国
家

試
験
二
〇
七
七
人
（
九
九
・
四
％
）、
第
一
一
一
回
看
護
師
国
家
試
験
五
万
九

三
四
四
人
（
九
一
・
三
％
）
で
あ
る
。

第２１表 看護職養成数（課程別１学年定員）の推移（１９７０～２０２０年）

２０２０

５４，４４０
９，０８９
４，２５９
９，３１６

看護師３年課程（内訳）

２５，０４８
１，１６０
２８，２３２

准看護師課程（内訳）

８，４７６
８４０

〔出所〕「看護関係統計資料集」（日本看護協会出版会）各年次より作成

２０１０

４２，６３８
１２，５９９
３，７６５
１１，９３３

１５，５０４
２，１１０
２５，０２４

１１，０７３
８６０

２０００

３４，０７４
１７，９５３

―
２６，４７０

５，９５０
４，５８０
２３，５４４

１９，３３５
７，１３５

１９９０

２２，９２８
１６，７４６

―
３２，２１９

５５８
４，１４０
１８，２３０

２４，４２９
７，７９０

１９８０

１７，５９３
１７，５７７

―
３３，６７６

３５０
２，０４０
１５，２０３

２６，１０６
７，５７０

１９７０

８，１９９
６，７３７

―
３２，２１５

１８０
３９０
７，６２９

年次

看護師３年課程
看護師２年課程
看護師５年一貫教育
准看護師課程

大学
短大
養成所

養成所
高等学校衛生看護課
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二
一
年
三
月
、
看
護
師
三
年
課
程
卒
業
者
の
看
護
師
就
業
率
は
、
大
学
卒
九

〇
・
八
％
、
養
成
所
卒
九
二
・
八
％
、
准
看
護
師
課
程
卒
業
者
の
准
看
護
師
就

業
率
は
七
〇
・
八
％
で
あ
り
、
こ
れ
ら
新
人
看
護
職
員
の
ほ
と
ん
ど
が
、「
病

院
」
を
最
初
の
職
場
と
し
て
選
ん
で
い
る
（
厚
生
労
働
省
「
看
護
師
等
学
校
養

成
所
入
学
状
況
及
び
卒
業
生
就
業
状
況
調
査
」（
二
一
年
三
月
卒
業
者
）
に
よ

る
）。�

卒
後
臨
床
研
修

基
礎
教
育
の
充
実
と
並
ん
で
重
要
な
の
が
卒
後
臨
床
研
修
の
充
実
で
あ
る
。

「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」「
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法

律
」
の
改
正
に
よ
り
、
卒
後
臨
床
研
修
は
、
一
〇
年
四
月
か
ら
看
護
職
員
を
採

用
す
る
医
療
機
関
等
お
よ
び
看
護
職
員
自
身
の
努
力
義
務
と
さ
れ
た
。

看
護
職
員
の
卒
後
臨
床
研
修
は
あ
く
ま
で
も
職
員
と
し
て
の
初
任
者
教
育
訓

練
で
あ
っ
て
、
医
師
の
卒
後
臨
床
研
修
（
二
年
間
の
研
修
を
義
務
づ
け
身
分
保

障
）
と
は
異
な
る
。
日
本
看
護
協
会
調
査
（「
病
院
看
護
実
態
調
査
」
各
年

次
）
に
よ
れ
ば
、
卒
後
一
年
以
内
の
看
護
職
員
の
離
職
率
（
病
院
）
は
、
定
期

調
査
を
開
始
し
た
〇
三
年
度
に
九
％
台
で
あ
っ
た
が
、
卒
後
臨
床
研
修
制
度
化

を
経
て
安
定
的
に
七
％
台
を
維
持
し
て
お
り
一
定
の
成
果
を
読
み
取
れ
る
。

し
か
し
、
二
〇
年
春
か
ら
各
病
院
がC

O
V

ID
-19

対
応
を
迫
ら
れ
る
な
か
、

新
卒
看
護
職
員
の
教
育
研
修
も
ま
た
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
新

人
看
護
職
員
の
一
八
年
度
の
離
職
率
が
七
・
八
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
九

年
度
と
二
〇
年
度
の
離
職
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
・
六
％
、
八
・
二
％
で
あ
っ
た

（「
二
一
年
調
査
」
に
よ
る
）。
現
場
で
の
実
習
を
通
じ
た
学
習
の
機
会
が
不
足

し
た
こ
と
や
、
み
ず
か
ら
が
思
い
描
く
看
護
実
践
が
で
き
な
い
無
力
感
や
不
安

を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

３

看
護
職
員
の
就
業
状
況

�

就
業
者
数

看
護
職
員
（
資
格
を
有
し
看
護
業
務
に
就
い
て
い
る
者
）
数
は
一
六
八
万
人

（
一
九
年
）
を
数
え
る
。
看
護
職
員
数
は
増
加
を
続
け
て
き
た
が
（
一
七
年
は

前
年
比
減
）、
将
来
的
な
マ
ン
パ
ワ
ー
の
拡
充
は
楽
観
を
許
さ
な
い
（
第
２２

表
）。
一
九
年
時
点
で
就
業
者
総
数
は
一
九
六
〇
年
時
点
の
約
七
倍
、
人
口
一

〇
万
人
対
看
護
職
員
数
も
五
倍
と
長
期
的
に
み
れ
ば
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
が
、

一
七
年
以
降
は
停
滞
し
て
い
る
。
就
業
者
総
数
の
停
滞
は
、
と
く
に
看
護
師
の

増
加
を
准
看
護
師
の
減
少
が
相
殺
し
た
結
果
生
じ
て
お
り
、
当
面
同
様
の
傾
向

が
続
く
可
能
性
が
あ
る
。

職
種
別
に
み
る
と
、
一
九
六
〇
年
時
点
で
は
助
産
師
が
五
万
人
を
超
え
て
い

る
が
、
そ
の
多
く
が
旧
制
度
で
免
許
を
得
て
、
地
域
で
自
宅
分
娩
を
支
え
た
開

業
助
産
師
で
あ
る
。
そ
の
後
高
齢
化
に
と
も
な
い
徐
々
に
引
退
し
、
新
制
度
の

助
産
師
に
入
れ
替
わ
る
過
程
で
一
時
減
少
す
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
増
加

に
転
じ
る
。
看
護
師
は
養
成
増
を
背
景
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
増
加
を
続
け
て

お
り
、
二
〇
一
一
年
に
一
〇
〇
万
人
を
超
え
た
。
准
看
護
師
は
当
時
の
養
成
数

を
背
景
に
一
九
六
七
年
か
ら
一
九
七
八
年
の
間
看
護
師
を
上
ま
わ
る
が
、
そ
の

後
は
急
増
す
る
看
護
師
と
の
差
が
拡
大
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
減
少
に

転
ず
る
。

看
護
職
は
代
表
的
な
女
性
の
専
門
職
で
あ
り
、
わ
が
国
の
全
女
性
就
業
者
二

九
六
八
万
人
に
占
め
る
女
性
看
護
職
員
の
割
合
は
五
・
二
％
、
働
く
女
性
の
二

〇
人
に
一
人
に
相
当
す
る
（
総
務
省
「
労
働
力
調
査
」
二
〇
年
）。
一
方
、
男
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性
に
つ
い
て
は
助
産
師
以
外
で
就
業
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
保
健
師
（
当
時
は

「
保
健
婦
」）
に
つ
い
て
は
一
九
九
三
年
か
ら
男
性
（
保
健
士
）
も
従
事
可
能
と

な
り
、
助
産
師
以
外
の
三
職
種
で
男
女
が
そ
ろ
っ
た
。
男
女
で
「
士
」「
婦
」

を
使
い
分
け
て
い
た
名
称
は
〇
二
年
か
ら
男
女
と
も
「
師
」
に
統
一
さ
れ
た
。

男
性
看
護
職
員
の
就
業
者
数
は
徐
々
に
増
加
し
、
二
〇
年
の
男
性
看
護
職
員
総

数
は
一
二
万
六
六
八
九
人
で
、
全
看
護
職
員
に
占
め
る
比
率
は
、
二
〇
〇
〇
年

の
四
・
〇
％
か
ら
二
〇
年
の
七
・
六
％
に
増
加
し
た
。
病
院
就
業
者
に
占
め
る

割
合
は
二
〇
〇
〇
年
の
四
・
八
％
か
ら
二
〇
年
の
一
〇
・
一
％
に
増
加
し
た

（
厚
生
労
働
省
「
衛
生
行
政
報
告
例
」
各
年
次
）。

就
業
者
以
外
に
、
看
護
資
格
を
持
ち
な
が
ら
現
在
看
護
業
務
に
就
い
て
い
な

い
（
無
業
ま
た
は
他
の
業
務
に
就
業
）、
い
わ
ゆ
る
「
潜
在
看
護
職
員
」
が
い

る
。
政
府
に
よ
り
「
潜
在
看
護
職
員
」
の
推
計
数
が
初
め
て
公
表
さ
れ
た
の
は

一
九
九
一
年
、
厚
生
省
「
保
健
医
療
・
福
祉
マ
ン
パ
ワ
ー
対
策
本
部
中
間
報

告
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
潜
在
看
護
職
員
数
は
約
四
三
万
人
で
あ
り
、
当
時

就
業
し
て
い
た
看
護
師
の
ほ
ぼ
半
数
に
相
当
し
た
。

そ
の
後
の
政
府
に
よ
る
看
護
職
員
需
給
対
策
検
討
に
際
し
て
、
潜
在
看
護
職

員
数
の
推
計
が
行
わ
れ
て
お
り
、
〇
二
年
時
点
で
は
就
業
し
て
い
る
看
護
師
数

約
一
二
二
万
人
に
対
し
五
五
万
人
（
厚
生
労
働
省
「
医
療
安
全
の
確
保
に
向
け

た
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
等
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
第
一
回
資

料
）、
一
二
年
時
点
で
は
約
一
五
四
万
人
に
対
し
七
一
万
人
（「
第
七
次
看
護
職

員
需
給
見
通
し
に
関
す
る
検
討
会
」
第
一
回
資
料
）
と
、
い
ず
れ
の
時
点
で

も
、
資
格
者
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
が
潜
在
看
護
職
員
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。

マ
ン
パ
ワ
ー
確
保
が
深
刻
化
す
る
た
び
、
潜
在
看
護
職
員
の
復
職
に
期
待
す

る
声
が
上
が
る
も
の
の
、
日
進
月
歩
で
変
化
し
高
度
化
す
る
医
療
・
看
護
現
場

に
、
と
く
に
離
職
期
間
が
長
期
に
及
ぶ
ほ
ど
現
場
復
帰
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
ま

第２２表 看護職員数の推移（総数・人口１０万人対就業者数 １９６０～２０１９年）

人口１０万対

看護職員数

２６１

３３７

４８２

６７５

９１８

１，１４８

１，３０４

１，３２７

１，３２９

１，３５３

１，３５９

〔出所〕 看護職員数「看護関係統計資料集」（看護問題研究会監修日本看護協会出版会編集）、総務省「推計人

口」より作成

計

２４４，０９７

３４９，２５１

５６４，１７７

８３４，１９０

１，１６５，３１９

１，４７０，４２１

１，６３４，１１９

１，６６０，０７１

１，６５７，９２３

１，６８３，０２３

１，６８３，２９５

准看護師

７０，０６５

１６４，４６４

２５７，２１９

３６２，０３７

４１８，３５２

３８９，０１３

３５８，３０２

３４７，６７５

３３１，８５９

３２１，８１２

３０５，８２０

看護師

１０５，８００

１３９，２３９

２６１，６１３

４２０，８４４

６７９，９５５

９９４，６３９

１，１７６，８５９

１，２１０，６６５

１，２２３，３２２

１，２５６，９７０

１，２７２，０２４

助産師

５５，４３６

３１，５４１

２７，３８８

２３，７０２

２４，９８５

３２，４８０

３８，４８６

３９，６１３

３９，７２０

４０，２７２

４０，６３２

保健師

１２，７９６

１４，００７

１７，９５７

２７，６０７

４２，０２７

５４，２８９

６０，４７２

６２，１１８

６３，０２２

６３，９６９

６４，８１９

年次

１９６０

１９７０

１９８０

１９９０

２０００

２０１０

２０１５

２０１６

２０１７

２０１８

２０１９
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る
。
も
と
よ
り
そ
の
時
点
の
勤
務
環
境
で
働
き
続
け
ら
れ
な
か
っ
た
ゆ
え
の
離

職
で
あ
り
潜
在
化
で
あ
っ
て
、
勤
務
環
境
の
改
善
こ
そ
が
復
職
さ
ら
に
就
業
継

続
の
カ
ギ
で
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。
潜
在
看
護
職
員
の
把
握
と
復
職
支

援
の
充
実
を
目
的
と
し
た
「
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」

の
規
定
に
よ
り
、
一
五
年
一
〇
月
か
ら
看
護
職
員
に
対
し
「
離
職
時
の
届
出
」

が
努
力
義
務
化
さ
れ
た
が
、
資
格
者
の
動
向
把
握
策
と
し
て
は
不
十
分
で
課
題

が
多
い
。

二
一
年
五
月
に
公
布
さ
れ
た
デ
ジ
タ
ル
改
革
関
連
法
に
よ
り
、
今
後
看
護
師

を
含
む
国
家
資
格
に
関
す
る
事
務
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
決

ま
っ
て
い
る
が
、
た
だ
ち
に
全
資
格
者
の
把
握
が
可
能
に
な
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
あ
っ
た
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、C

O
V

ID
-19

蔓

延
の
危
機
的
な
マ
ン
パ
ワ
ー
状
況
の
な
か
で
、
潜
在
看
護
職
員
へ
の
協
力
呼
び

か
け
に
応
え
て
全
国
で
お
よ
そ
二
万
五
〇
〇
〇
人
が
宿
泊
療
養
施
設
対
応
や
ワ

ク
チ
ン
接
種
業
務
に
従
事
し
た
。

�

年
齢
構
成
・
就
業
場
所

巻
頭
色
刷
り
第
４
図
は
、
看
護
職
の
年
齢
階
層
別
就
業
者
数
の
推
移
を
示

す
。
二
〇
代
就
業
者
数
が
伸
び
悩
む
一
方
で
、
四
〇
代
以
上
の
就
業
者
数
が
増

加
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
六
〇
歳
以
上
の
就
業
者
の
伸
び
が
著
し
く
、
二
〇
万

人
に
迫
る
状
況
に
あ
り
、
こ
の
数
は
就
業
者
全
体
の
一
一
・
八
％
、
ほ
ぼ
九
人

に
一
人
に
の
ぼ
る
。
年
齢
構
成
の
変
化
に
と
も
な
い
、
推
計
平
均
年
齢
が
上
昇

を
続
け
て
お
り
、
二
〇
年
に
は
お
よ
そ
四
四
歳
に
達
し
た
。

年
齢
階
層
別
就
業
者
の
構
成
比
を
み
る
と
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
二
〇
代
・

三
〇
代
が
半
数
以
上
を
占
め
て
い
た
が
、
二
〇
年
時
点
で
は
最
も
就
業
者
が
多

い
年
代
は
四
〇
代
で
あ
る
。
病
院
は
新
卒
看
護
職
員
の
ほ
と
ん
ど
が
就
業
す
る

こ
と
か
ら
他
の
就
業
場
所
と
比
べ
て
若
年
層
の
構
成
比
が
高
い
が
、
そ
の
病
院

に
お
い
て
さ
え
二
〇
代
・
三
〇
代
と
四
〇
代
以
上
の
構
成
比
が
拮
抗
す
る
状
況

と
な
っ
て
い
る
。

年
齢
階
層
別
の
就
業
場
所
（
二
〇
年
）
を
「
衛
生
行
政
報
告
例
（
就
業
医
療

関
係
者
）」
で
み
る
と
、
二
〇
代
の
看
護
職
員
で
は
ほ
と
ん
ど
が
病
院
に
勤
務

し
て
い
る
が
、
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
病
院
以
外
の
就
業
者
が
増
え
て
い
る
。

六
〇
歳
以
降
で
は
「
そ
の
他
の
介
護
事
業
所
」（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
）

の
比
率
が
高
く
な
る
。

�

地
域
偏
在

都
道
府
県
別
の
看
護
師
・
准
看
護
師
就
業
者
状
況
を
み
る
と
、
人
口
一
〇
万

人
あ
た
り
就
業
者
数
（
一
六
年
）
は
、
全
国
平
均
一
二
二
七
・
七
人
に
対
し
埼

玉
・
千
葉
・
神
奈
川
・
東
京
が
一
〇
〇
〇
人
を
下
ま
わ
る
な
ど
、
概
し
て
東
日

本
が
少
な
く
西
日
本
が
多
い
。
最
多
の
高
知
県
と
、
関
東
各
県
に
は
ほ
ぼ
二
倍

の
差
が
あ
る
（
第
１１
図
）。
一
方
、
病
院
病
床
一
〇
〇
床
あ
た
り
就
業
者
数

は
、
都
道
府
県
間
に
大
き
な
差
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
現
状
の
人
口
あ
た
り
就

業
者
の
都
道
府
県
単
位
の
地
域
差
は
、
病
院
病
床
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

政
府
は
「
看
護
師
等
の
人
材
確
保
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
医
療
提

供
体
制
を
ふ
ま
え
た
需
給
見
通
し
を
行
い
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
看
護
師
等
の

養
成
、
就
業
者
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
九
年
一
一
月
に
公
表
さ
れ
た
推
計
は
、
従
来
の
積
み
上
げ
方
式
か
ら
、
地

域
医
療
構
想
に
も
と
づ
く
将
来
の
医
療
需
要
を
ふ
ま
え
た
推
計
方
法
で
行
わ
れ

た
。
二
五
年
に
お
け
る
看
護
職
の
需
給
推
計
は
、
都
道
府
県
か
ら
の
報
告
で
は

一
八
〇
万
人
で
あ
り
、
こ
れ
に
超
過
勤
務
時
間
や
有
給
休
暇
取
得
日
数
等
に
よ
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第１１図 都道府県別の看護師・准看護師就業状況（２０１６年）

〔出所〕 厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会（２０１６年３月２８日（月））資料３ 看護職員の需給に関する基礎資料」
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り
三
つ
の
シ
ナ
リ
オ
を
設
け
て
推
計
し
た
と
こ
ろ
、
一
八
八
〜
二
〇
二
万
人
と

な
っ
た
。

一
部
の
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
看
護
職
員
総
数
が
充
足
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

も
、
医
療
機
関
で
は
充
足
し
て
い
る
も
の
の
、
訪
問
看
護
や
介
護
保
険
施
設
で

の
不
足
（
領
域
別
偏
在
）
や
、
へ
き
地
を
は
じ
め
一
部
の
地
域
で
の
不
足
（
地

域
別
偏
在
）
が
指
摘
さ
れ
た
（「
医
療
従
事
者
の
需
給
に
関
す
る
検
討
会

看

護
職
員
需
給
分
科
会

中
間
と
り
ま
と
め
」（
一
九
年
一
一
月
一
五
日
）
よ

り
）。�

就
業
継
続
・
定
着
状
況

日
本
看
護
協
会
調
査
に
よ
る
病
院
勤
務
看
護
職
員
（
正
規
雇
用
）
の
離
職
率

の
全
国
的
な
把
握
は
、
一
九
八
七
年
か
ら
継
続
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
最
も
離

職
率
が
高
か
っ
た
の
は
、
〇
七
年
の
一
二
・
六
％
、
最
も
低
か
っ
た
の
は
一
九

九
四
年
の
九
・
九
％
で
あ
る
。

そ
の
後
離
職
率
は
お
お
む
ね
一
一
％
内
外
で
推
移
し
て
き
た
が
、
一
九
年
度

の
正
規
採
用
看
護
職
員
の
離
職
率
は
一
一
・
五
％
（
対
前
年
比
〇
・
八
ポ
イ
ン

ト
増
）
と
な
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
に
よ
り
医
療
現
場
が
大

き
な
負
荷
を
受
け
る
な
か
で
上
昇
を
み
た
。

二
〇
年
度
の
離
職
率
は
、
前
年
と
比
較
し
て
や
や
低
下
し
、
正
規
雇
用
看
護

職
員
が
一
〇
・
六
％
（
対
前
年
比
〇
・
九
ポ
イ
ン
ト
減
）、
新
卒
採
用
者
が

八
・
二
％
（
同
〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
減
）、
既
卒
採
用
者
が
一
四
・
九
％
（
同

一
・
五
ポ
イ
ン
ト
減
）
で
あ
っ
た
。
正
規
雇
用
看
護
職
員
の
離
職
率
を
看
護

師
、
准
看
護
師
別
で
み
る
と
、
看
護
師
は
一
〇
・
四
％
、
准
看
護
師
は
一
一
・

九
％
で
、
准
看
護
師
の
ほ
う
が
高
か
っ
た
。

看
護
職
員
の
離
職
率
は
、
医
療
を
め
ぐ
る
状
況
な
ら
び
に
社
会
的
な
背
景
の

影
響
を
受
け
て
推
移
し
て
お
り
、
過
去
幾
度
か
の
需
給
ひ
っ
迫
と
相
前
後
し
上

昇
を
み
た
。
一
九
九
〇
年
前
後
の
病
院
病
床
規
制
導
入
（
当
時
）
を
前
に
し
た

い
わ
ゆ
る
「
駆
け
込
み
増
床
」
の
影
響
に
よ
る
確
保
難
（
こ
れ
を
契
機
に
九
一

年
の
「
看
護
の
日
」
の
創
設
）、「
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法

律
」
の
成
立
・
施
行
（
九
二
年
）、
〇
六
年
診
療
報
酬
入
院
料
区
分
「
七
対

一
」
看
護
配
置
新
設
に
と
も
な
う
大
病
院
の
大
量
採
用
が
引
金
と
な
っ
た
全
国

的
な
需
給
ひ
っ
迫
が
そ
の
例
で
あ
る
。

「
七
対
一
」
看
護
配
置
新
設
に
と
も
な
う
ひ
っ
迫
は
、
折
し
も
一
〇
年
改
正

育
児
介
護
休
業
法
施
行
に
と
も
な
い
、
育
児
の
た
め
の
短
時
間
勤
務
が
措
置
義

務
化
さ
れ
、
夜
勤
の
減
免
を
含
め
労
働
時
間
に
制
約
の
あ
る
職
員
の
就
業
継

続
・
戦
力
化
が
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
課
題
と
な
っ
た
。
日
本
看
護
協
会
は
、
都
道

府
県
看
護
協
会
と
連
携
し
「
多
様
な
勤
務
形
態
に
よ
る
就
業
促
進
事
業
」（
〇

八
〜
〇
九
年
）、「
看
護
職
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
（
以
下
Ｗ
Ｌ
Ｂ
）
推
進

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
事
業
」（
一
〇
〜
一
七
年
）
等
に
よ
り
、
現
場
支
援
を
行
っ

て
き
た
。

「
看
護
職
の
Ｗ
Ｌ
Ｂ
推
進
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
事
業
」
は
、
事
業
参
加
施
設
が

推
進
体
制
づ
く
り
、「
看
護
職
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
（
Ｗ
Ｌ
Ｂ
）
イ
ン

デ
ッ
ク
ス
調
査
」
の
実
施
、
調
査
デ
ー
タ
に
も
と
づ
く
課
題
抽
出
と
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
の
立
案
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
回
し
な
が
ら
実
施
状
況
の
評
価
と

改
善
を
行
う
も
の
で
、
約
七
〇
〇
施
設
が
参
加
（
１２
）

し
た
。

Ｗ
Ｌ
Ｂ
推
進
事
業
の
参
加
施
設
の
多
く
は
、
夜
勤
負
担
軽
減
、
時
間
外
労
働

削
減
、
多
様
な
勤
務
形
態
の
導
入
促
進
、
有
給
休
暇
の
取
得
促
進
、
育
児
・
介

護
と
仕
事
の
両
立
支
援
等
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
支
援
制
度
の
周
知
・
活
用
促
進
に
取
り
組

み
、
勤
務
環
境
の
改
善
が
推
進
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
〇
年
の
改
正
育
児
介
護
休

業
法
の
施
行
を
追
い
風
に
、
出
産
・
育
児
を
理
由
と
し
て
退
職
す
る
看
護
職
員
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は
減
少
し
、
子
育
て
世
代
で
あ
る
三
〇
代
か
ら
四
〇
代
の
就
業
者
が
増
加
し

た
。４

看
護
職
員
の
勤
務
体
制

入
院
患
者
に
対
応
す
る
看
護
体
制
は
、
二
四
時
間
・
三
六
五
日
の
対
応
の
た

め
夜
勤
を
含
む
交
代
制
が
と
ら
れ
て
い
る
。
病
院
・
施
設
に
お
け
る
看
護
職
員

の
交
代
制
勤
務
の
編
成
は
、
部
署
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
一
ヵ
月
単
位
の
勤
務
計

画
表
で
看
護
職
員
個
人
に
示
さ
れ
る
。
製
造
業
な
ど
の
交
代
制
勤
務
で
み
ら
れ

る
よ
う
な
、
固
定
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
で
数
日
ご
と
に
勤
務
帯
を
規
則
的
に
遷
移

す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
複
数
の
勤
務
時
間
帯
を
不
規
則
に
勤
務
す
る
も
の

で
、
勤
務
日
と
休
日
の
設
定
も
必
ず
し
も
規
則
的
で
は
な
い
。

不
規
則
と
な
る
構
造
的
な
要
因
は
昼
夜
の
勤
務
者
数
の
相
違
（
日
勤
帯
に
比

べ
夜
勤
帯
は
極
端
に
少
な
く
な
る
）
だ
が
、
勤
務
計
画
作
成
時
に
メ
ン
バ
ー
の

休
日
希
望
に
所
定
休
日
を
割
り
あ
て
る
こ
と
を
優
先
す
る
職
場
慣
行
も
大
き
な

要
因
で
あ
る
。
業
務
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
上
、
個
々
の
看
護
職
員
の
実
践
力
や
判
断

力
等
能
力
の
ば
ら
つ
き
を
、
日
々
・
勤
務
帯
ご
と
の
勤
務
者
の
メ
ン
バ
ー
の
組

み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
平
準
化
す
る
こ
と
も
あ
る
。
加
え
て
、
仕
事
と
育
児
・
介

護
と
の
両
立
支
援
の
拡
充
等
に
と
も
な
い
、
短
時
間
勤
務
や
夜
勤
の
減
免
な
ど

の
労
働
制
約
の
あ
る
、
多
様
な
勤
務
形
態
の
適
用
者
の
存
在
が
当
然
の
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。
月
ご
と
に
繰
り
返
さ
れ
る
勤
務
計
画
作
成
作
業
は
複
雑
さ
を
増

し
、
担
当
す
る
中
間
管
理
者
の
大
き
な
負
担
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
持
ち
帰
り

残
業
」
を
含
め
た
時
間
外
労
働
の
要
因
と
な
っ
て
き
た
。

病
棟
以
外
の
部
門
で
は
、
宿
日
直
制
の
も
と
で
の
夜
間
当
直
や
、
夜
間
の
緊

急
呼
び
出
し
に
備
え
て
の
自
宅
待
機
（
オ
ン
・
コ
ー
ル
）
の
態
勢
が
と
ら
れ
る

こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
夜
間
当
直
や
夜
間
の
緊
急
呼
び
出
し
に
よ
っ
て
実
労
働

が
生
じ
て
も
、
そ
の
ま
ま
翌
朝
か
ら
の
通
常
勤
務
に
入
る
こ
と
が
多
く
、
勤
務

間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
が
不
十
分
で
十
分
な
休
息
が
確
保
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。

現
在
、
病
院
看
護
職
員
の
交
代
制
は
、
主
と
し
て
三
交
代
制
と
二
交
代
制
の

二
種
類
、
さ
ら
に
、
二
交
代
制
の
な
か
で
も
一
回
の
夜
勤
の
拘
束
時
間
が
一
六

時
間
を
超
え
る
も
の
と
、
一
六
時
間
に
満
た
な
い
も
の
に
区
分
で
き
る
。

近
年
、
長
時
間
夜
勤
の
リ
ス
ク
の
認
識
が
広
が
る
に
と
も
な
い
、
夜
勤
を
一

六
時
間
未
満
に
短
縮
し
た
タ
イ
プ
の
二
交
代
制
が
徐
々
に
増
え
る
傾
向
に
あ

る
。
と
は
い
え
、「
夜
勤
一
六
時
間
未
満
」
の
病
院
の
三
分
の
一
程
度
で
は
、

夜
勤
の
長
さ
は
「
一
五
時
間
台
」
で
あ
り
、
長
時
間
夜
勤
の
短
縮
は
引
き
続
き

課
題
で
あ
る
。

一
定
期
間
あ
た
り
の
夜
勤
回
数
に
つ
い
て
は
現
行
の
労
働
関
係
法
令
で
は
規

制
が
な
い
。
看
護
職
員
の
夜
勤
・
交
代
制
勤
務
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
五
年
、

当
時
の
国
立
療
養
所
の
労
働
組
合
・
全
医
労
の
「
行
政
措
置
要
求
」
に
対
す
る

人
事
院
判
定
「
看
護
婦
の
夜
勤
人
数
は
二
人
以
上
、
夜
勤
回
数
は
三
交
替
で
月

八
回
以
内
」（
い
わ
ゆ
る
「
二
・
八
（
ニ
ッ
パ
チ
）
判
定
」）
が
出
さ
れ
て
い

る
。「
二
・
八
判
定
」
は
今
日
に
至
る
ま
で
夜
勤
負
担
改
善
の
公
の
目
標
と
み

な
さ
れ
、
そ
の
後
、「
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
も

と
づ
く
「
基
本
指
針
」（
厚
生
省
・
労
働
省
・
文
部
省
、
一
九
九
三
年
）、「
看

護
師
等
の
「
雇
用
の
質
」
向
上
に
関
す
る
省
内
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
報
告
」

（
厚
生
労
働
省
、
二
〇
一
一
年
）
で
も
踏
襲
さ
れ
た
。

看
護
職
員
の
夜
勤
・
交
代
制
勤
務
に
つ
い
て
は
、
労
働
関
係
法
令
で
は
な

く
、
健
康
保
険
法
に
定
め
る
診
療
報
酬
（
入
院
料
）
の
算
定
要
件
が
、
実
質
的

に
規
制
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
算
定
要
件
は
入
院
患
者
の
看
護
体
制
を

「
交
代
制
で
あ
る
こ
と
」
と
し
て
お
り
、
交
代
制
の
タ
イ
プ
の
選
択
は
病
院
に
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委
ね
ら
れ
る
。
ま
た
、
夜
勤
要
員
数
は
看
護
単
位
（
病
棟
）
ご
と
に
看
護
職
員

二
人
以
上
で
あ
る
こ
と
、
当
該
病
棟
の
夜
勤
従
事
者
の
月
平
均
夜
勤
時
間
数
は

七
二
時
間
以
内
で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
夜
勤
時
間
数
」
は

夕
刻
か
ら
翌
朝
ま
で
の
夜
間
の
時
間
帯
（
一
六
時
間
）
に
お
け
る
各
日
の
夜
勤

者
の
勤
務
拘
束
の
延
べ
時
間
を
指
し
、
労
働
法
令
上
の
労
働
時
間
や
深
夜
業
の

延
べ
時
間
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
。

平
均
夜
勤
時
間
数
規
定
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
病
院
で
夜
勤
・
交
代
制
勤
務
に

あ
た
る
看
護
職
員
の
平
均
値
で
個
人
の
夜
勤
時
間
の
上
限
で
は
な
い
。
そ
の
た

め
職
員
間
で
夜
勤
負
担
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
一
部
に
負
担
が
偏
る
実
態
が

あ
る
。
と
は
い
え
、
要
件
の
順
守
に
は
、
夜
勤
可
能
な
看
護
職
員
を
相
応
の
人

数
確
保
・
配
置
す
る
必
要
が
あ
り
余
裕
を
持
っ
た
人
員
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
求
め

ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
診
療
報
酬
算
定
要
件
に
よ
る
夜
勤
体
制
規
定
を
含
め
て
、
患
者

の
安
全
を
守
り
、
看
護
職
員
に
と
っ
て
よ
り
働
き
や
す
く
勤
務
負
担
が
少
な
い

勤
務
体
制
の
模
索
が
長
年
続
け
ら
れ
て
い
る
。

一
九
五
〇
年
、
診
療
報
酬
の
う
ち
入
院
報
酬
で
あ
る
「
看
護
料
」
算
定
許
可

基
準
に
よ
り
看
護
職
員
の
交
代
制
は
「
三
交
代
制
で
あ
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ

た
が
、
一
九
九
二
年
か
ら
「
二
交
代
制
も
可
」
と
さ
れ
、
現
在
は
単
に
「
交
代

制
で
あ
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。

九
〇
年
代
以
降
拡
大
し
た
夜
勤
一
六
時
間
の
二
交
代
制
は
、
急
性
期
医
療
を

担
う
基
幹
病
院
を
含
め
、
そ
れ
ま
で
実
施
し
て
い
た
三
交
代
制
か
ら
よ
り
働
き

や
す
い
体
制
を
求
め
て
移
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
交
代
制
で
の
「
日
勤
―
深

夜
勤
シ
フ
ト
」（
日
勤
終
了
数
時
間
後
に
深
夜
勤
入
り
し
、
実
質
的
に
一
昼
夜

以
上
十
分
な
休
息
な
く
勤
務
す
る
パ
タ
ー
ン
）
が
あ
ま
り
に
過
酷
で
あ
っ
た
た

め
に
、
変
形
労
働
時
間
制
の
適
用
を
前
提
に
「
準
夜
勤
」「
深
夜
勤
」
を
連
続

勤
務
し
て
一
回
の
夜
勤
と
し
た
。
真
夜
中
の
通
勤
の
リ
ス
ク
が
避
け
ら
れ
る
、

夜
勤
の
た
め
に
留
守
に
す
る
回
数
が
減
ら
せ
る
、
患
者
は
就
寝
時
と
起
床
時
に

同
じ
看
護
師
に
対
応
し
て
も
ら
え
る
、
病
院
は
深
夜
交
代
時
に
支
給
し
て
い
た

タ
ク
シ
ー
代
を
削
減
で
き
る
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
注
目
さ
れ
、
と
く
に
若
年
層

に
歓
迎
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
、
夜
間
も
密
度
の
高
い
治
療
が
継
続

し
、
患
者
高
齢
化
に
と
も
な
う
ケ
ア
の
必
要
性
も
増
す
な
か
、
一
六
時
間
超
の

長
時
間
夜
勤
で
の
医
療
安
全
の
確
保
や
勤
務
者
の
疲
労
、
健
康
へ
の
短
期
・
中

期
・
長
期
に
わ
た
る
悪
影
響
が
明
ら
か
と
な
る
に
至
っ
て
、
長
時
間
夜
勤
の
短

縮
の
必
要
性
へ
の
認
識
が
広
が
っ
て
い
る
。

日
本
看
護
協
会
は
、
労
働
科
学
の
知
見
と
看
護
労
働
の
実
情
を
ふ
ま
え
た
検

討
を
経
て
、
一
三
年
に
「
病
院
に
お
け
る
看
護
職
の
夜
勤
・
交
代
制
勤
務
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
を
公
表
し
た
。「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
は
職
能
団
体
が
示
す
専
門
職

の
自
主
規
制
で
あ
り
、
自
主
的
取
り
組
み
の
「
考
え
方
」
と
「
改
善
目
標
」
を

示
す
も
の
で
、
労
働
関
係
法
令
と
は
異
な
り
強
制
力
は
な
い
。「
勤
務
編
成
の

基
準
」
一
一
項
目
な
ど
、
夜
勤
を
含
む
交
代
制
勤
務
の
負
担
軽
減
の
方
向
性

と
、
具
体
的
な
方
法
を
示
し
普
及
を
図
っ
て
い
る
（
第
２３
表
）。

第
三
章

看
護
職
員
の
労
働
実
態

看
護
職
の
就
業
場
所
が
医
療
施
設
の
み
な
ら
ず
在
宅
医
療
・
介
護
領
域
等
あ

ら
ゆ
る
場
へ
と
拡
大
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
超
少
子
高
齢
化
に
よ
る
生
産
年

齢
人
口
の
減
少
や
労
働
力
の
高
齢
化
の
進
展
に
と
も
な
い
、
今
後
は
看
護
職
と

し
て
就
業
す
る
若
年
層
の
大
幅
な
増
加
が
見
込
め
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
安

心
・
安
全
な
看
護
提
供
体
制
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
看
護
職
が
健
康
で

特集２ 新型コロナウイルス感染拡大のなかでの看護労働
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働
き
続
け
ら
れ
る
持
続
可
能
な
働
き
方
の
実
現
と
こ
れ
を
支
え
る
職
場
環
境
の

整
備
が
喫
緊
の
課
題
と
考
え
、
日
本
看
護
協
会
は
一
九
年
度
に
調
査
を
行
い

（「
二
〇
一
九
年
病
院
お
よ
び
有
床
診
療
所
に
お
け
る
看
護
実
態
調
査
」。
以

下
、「
一
九
年
調
査
」）、
二
一
年
三
月
に
「
就
業
継
続
が
可
能
な
看
護
職
の
働

き
方
」
を
提
案
し
た
（
第
２４
表
）。

本
調
査
に
お
い
て
、
時
間
外
労
働
の
常
態
化
、
業
務
開
始
時
刻
前
よ
り
業
務

を
始
め
る
（
前
残
業
）、
持
ち
帰
り
残
業
、
勤
務
時
間
外
の
研
修
等
の
参
加
が

業
務
と
み
な
さ
れ
な
い
時
間
外
労
働
の
取
り
扱
い
と
支
払
い
に
つ
い
て
の
問
題

が
顕
在
化
し
た
。
ま
た
、
育
児
中
の
看
護
職
の
夜
勤
免
除
な
ど
に
よ
り
、
一
部

の
看
護
職
員
に
夜
勤
負
担
が
集
中
し
、
夜
勤
要
員
の
確
保
が
一
層
困
難
に
な
っ

て
い
る
こ
と
も
示
さ
れ
た
。
現
場
で
は
二
交
代
・
一
六
時
間
の
長
時
間
夜
勤
が

増
え
、
三
交
代
制
勤
務
で
は
同
日
に
日
勤
と
夜
勤
を
行
う
な
ど
、
一
一
時
間
の

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
確
保
困
難
等
、
夜
勤
の
勤
務
負
担
が
大
き
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
仮
眠
取
得
の
状
況
や
仮
眠
環
境
も
十
分
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ

る
。
就
業
看
護
職
の
平
均
年
齢
が
上
昇
す
る
な
か
で
、
夜
勤
負
担
の
軽
減
こ
そ

が
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

さ
ら
に
職
場
で
は
、
様
々
な
暴
力
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
が
実
施
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
近
一
年
に
五
割
弱
の
看
護
職
員
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
被

害
を
経
験
し
て
い
た
。
本
調
査
の
就
業
継
続
意
向
に
関
す
る
設
問
で
は
、「
離

職
を
考
え
て
い
る
」
が
四
四
％
で
あ
り
、
現
在
の
勤
務
先
で
働
き
続
け
る
た
め

の
条
件
と
し
て
「
仕
事
に
見
合
っ
た
賃
金
額
」
を
挙
げ
た
。

本
章
は
、
直
近
の
調
査
結
果
等
か
ら
、
病
院
勤
務
看
護
職
員
の
労
働
実
態
を

示
す
。
集
計
結
果
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
病
院
に
限
ら
ず
全
就
業
先
の
合
計

の
値
を
紹
介
す
る
。

第２３表 勤務編成の基準

基準

最低１１時間以上の間隔をあける

拘束時間は１３時間以内とする

３交代制勤務は月８回以内を基本とし、それ以外の勤務は労

働時間に応じた回数とする

最大２連続（２回）まで

５日以内

夜勤時は１時間以上、日勤時は労働時間・労働負担に応じて

適切な時間数を確保する

夜勤の途中で連続した仮眠時間を設定する

２回連続の夜勤後は概ね４８時間以上の休息を確保する。１回

の夜勤後は概ね２４時間以上確保する

少なくとも月１回は土曜・日曜ともに前後に夜勤のない休日

をつくる

正循環の交代周期とする

早出の始業時刻は７時より前は避ける

〔出所〕「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」（２０１３年・日本看護協会）

項目

①勤務間隔

②勤務の拘束時間

③夜勤回数

④夜勤の連続回数

⑤連続勤務日数

⑥休憩

⑦夜勤時の仮眠時間

⑧夜勤後の休息（休日を含む）

⑨週末の連続休日

⑩交代の方向

⑪早朝始業
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１

時
間
外
労
働
と
労
働
時
間
管
理

全
国
の
病
院
を
対
象
と
し
た
「
二
〇
二
一
年
病
院
看
護
・
外
来
看
護
実
態
調

査
」（
以
下
、「
二
一
年
調
査
」）
に
よ
る
と
、
週
所
定
労
働
時
間
は
「
四
〇
時

間
」（
三
五
・
九
％
）
が
最
も
多
く
、
週
所
定
労
働
時
間
の
平
均
は
三
八
・
九

時
間
で
あ
っ
た
。
所
定
年
間
休
日
総
数
は
、「
一
二
〇
〜
一
三
〇
日
未
満
」（
四

四
・
二
％
）
が
最
も
多
く
、
所
定
年
間
休
日
総
数
の
平
均
は
一
一
七
・
三
日
で

あ
っ
た
。「
二
〇
二
一
年
看
護
職
員
実
態
調
査
」（
以
下
、「
二
一
年
職
員
調

査
」）（
日
本
看
護
協
会
）
に
よ
る
と
、
年
間
の
有
給
休
暇
の
取
得
状
況
（
二
〇

年
度
・
正
規
雇
用
職
員
、
フ
ル
タ
イ
ム
・
勤
続
六
ヵ
月
以
上
）
は
、「
五
〜
九

日
」（
四
二
・
二
％
）
が
最
も
多
く
、
平
均
は
九
・
六
日
、
平
均
取
得
率
は
六

四
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。

�

時
間
外
労
働

看
護
現
場
は
交
代
制
勤
務
で
あ
り
な
が
ら
、
時
間
外
勤
務
が
常
態
化
し
て
い

る
。「
二
一
年
職
員
調
査
」
に
よ
る
と
、
二
一
年
九
月
の
一
ヵ
月
間
に
「
超
過

勤
務
を
し
た
」
割
合
は
七
八
・
四
％
で
あ
っ
た
。
超
過
勤
務
を
し
た
正
職
員

（
フ
ル
タ
イ
ム
）
が
、
実
際
に
行
っ
た
超
過
勤
務
時
間
は
平
均
一
七
・
四
時

間
、
そ
の
う
ち
申
告
し
た
超
過
勤
務
時
間
は
八
・
七
時
間
で
、
八
・
六
時
間
の

差
異
が
あ
っ
た
。
実
際
に
行
っ
た
時
間
外
労
働
の
申
請
、
な
ら
び
に
手
当
支
給

が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
看
護
現
場
の
労
働
時
間
管

理
の
適
正
化
が
課
題
で
あ
る
。

な
お
、
一
九
年
四
月
、
労
働
安
全
衛
生
法
に
よ
り
労
働
時
間
の
客
観
的
把
握

が
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
、
医
療
現
場
で
も
労
働
時
間
の
把
握
方
法
が

第２４表 「就業継続が可能な看護職の働き方」の提案

１０項目

１）勤務間隔は１１時間以上あける（勤務間インターバルの確

保）

２）勤務拘束時間１３時間以内とする

３）仮眠取得の確保と仮眠環境の整備をする

４）頻繁な昼夜遷移が生じない交代制勤務の編成とする

１）夜勤・交代制勤務者においては時間外労働をなくす

２）可視化されていない時間外労働※を把握し、必要な業務

は所定労働時間に取り込む

暴力・ハラスメントに対し、実効性のある組織的対策を推進

する

上司・同僚・外部からのサポート体制を充実させる

仕事のコントロール感を持てるようにする

仕事・役割・責任等に見合った評価・処遇（賃金）とする

※ 業務開始前残業（前残業）や持ち帰り業務、勤務時間外での研修参加等（業務時間外残業）
〔出所〕 日本看護協会「『就業継続が可能な看護職の働き方』の提案」（２０２１年３月）より作成

５つの要因

１．夜勤負担

２．時間外労働

３．暴力・ハラスメント

４．仕事のコントロール感

５．評価と処遇
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変
化
し
つ
つ
あ
る
。
従
来
は
押
印
方
式
の
出
勤
簿
が
多
か
っ
た
が
、「
タ
イ
ム

レ
コ
ー
ダ
ー
・
タ
イ
ム
カ
ー
ド
」
が
約
四
割
に
ま
で
増
加
し
た
。

時
間
外
労
働
を
め
ぐ
る
も
う
一
つ
の
問
題
が
、
自
己
研
鑽
と
業
務
上
の
教
育

訓
練
と
の
線
引
き
で
あ
る
。
看
護
職
に
と
っ
て
専
門
職
と
し
て
の
自
己
研
鑽
は

当
然
で
あ
る
が
、
一
方
で
多
く
の
職
場
で
は
一
部
の
教
育
・
訓
練
が
「
自
己
研

鑽
」
と
さ
れ
労
働
時
間
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
職
場
慣
行
が
あ
る
（「
一
九
年
調

査
」
第
三
章
「
病
院
・
職
員
調
査
」
日
本
看
護
協
会
）。

厚
生
労
働
省
の
「
労
働
時
間
の
適
正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き

措
置
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
一
七
年
一
月
二
〇
日
）
を
ふ
ま
え
れ
ば
、

業
務
性
の
高
い
教
育
・
訓
練
は
労
働
時
間
と
し
て
扱
う
べ
き
と
解
さ
れ
、
自
己

研
鑽
と
の
「
線
引
き
」
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
す
る
労
務
管
理
が
求
め
ら
れ

る
。
適
切
な
労
働
時
間
管
理
と
処
遇
の
確
保
に
よ
っ
て
、
職
場
の
内
外
を
問
わ

ず
自
己
研
鑽
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
時
間
的
・
経
済
的
な
余
裕
が
生
み
出
さ

れ
、
学
び
を
支
え
る
仕
組
み
が
機
能
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

�

夜
勤
負
担
と
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル

近
年
、「
三
交
代
制
（
日
勤
・
準
夜
勤
・
深
夜
勤
各
八
時
間
）」
が
減
少
し
、

「
二
交
代
制
（
夜
勤
一
六
時
間
未
満
）」
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。

「
二
一
年
調
査
」
に
よ
る
と
、
病
院
で
採
用
し
て
い
る
「
夜
勤
・
交
代
制
勤

務
の
勤
務
形
態
」（
複
数
回
答
）
は
、「
二
交
代
制
（
夜
勤
一
回
あ
た
り
一
六
時

間
以
上
）」
が
六
四
・
五
％
で
最
も
多
く
、
次
い
で
「
三
交
代
制
（
変
則
含

む
）」
が
三
三
・
三
％
、「
二
交
代
制
（
夜
勤
一
回
あ
た
り
一
六
時
間
未
満
）」

が
二
六
・
六
％
で
あ
っ
た
。

病
棟
（
一
般
病
棟
、
療
養
病
棟
、
結
核
病
棟
、
精
神
病
棟
を
含
む
）
に
お
け

る
正
規
雇
用
（
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
及
び
短
時
間
勤
務
）
の
看
護
職
員
の
、
二
一

年
九
月
の
一
ヵ
月
間
に
お
け
る
一
人
あ
た
り
月
平
均
夜
勤
回
数
に
つ
い
て
み
る

と
、
三
交
代
制
の
病
院
で
は
「
七
〜
八
回
未
満
」
の
割
合
が
二
七
・
三
％
で
最

も
多
か
っ
た
。
二
交
代
制
の
病
院
で
は
「
四
回
超
〜
五
回
未
満
」
の
割
合
が
三

〇
・
三
％
で
最
も
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
三
交
代
で
「
月
八
回
超
〜
一
三
回

未
満
」
が
全
体
の
三
〇
・
八
％
、
二
交
代
で
「
五
回
超
〜
一
三
回
未
満
」
も
三

〇
・
六
％
と
な
る
な
ど
、
人
事
院
「
二
・
八
判
定
」
の
水
準
を
超
え
て
お
り
、

夜
勤
回
数
の
縮
減
は
進
ん
で
い
な
い
。

当
直
制
、
オ
ン
コ
ー
ル
体
制
の
ほ
か
、
も
っ
ぱ
ら
夜
勤
に
従
事
す
る
夜
勤
専

従
勤
務
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
少
数
な
が
ら
い
る
。
ま
た
「
職
場
に
夜
勤
は
あ
る
が

現
在
は
し
て
い
な
い
」
看
護
職
員
も
一
割
程
度
存
在
す
る
。
こ
れ
に
は
、
夜
勤

の
な
い
部
署
に
配
属
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
育
児
や
健
康
状
態
等
の
理
由
で

夜
勤
が
免
除
さ
れ
て
い
る
者
が
含
ま
れ
る
。

交
代
制
勤
務
に
お
い
て
は
、
勤
務
の
割
り
当
て
に
よ
っ
て
は
勤
務
終
了
か
ら

次
の
勤
務
開
始
ま
で
の
時
間
（
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
）
の
確
保
が
困
難
と
な

る
こ
と
が
あ
り
、
時
間
外
勤
務
の
発
生
に
よ
っ
て
さ
ら
に
短
縮
す
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
看
護
協
会
で
は
夜
勤
交
代
制
勤
務
の
負
担
軽
減
を

目
指
し
て
、
一
三
年
に
「
看
護
職
の
夜
勤
交
代
勤
務
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
を
公
表
し
（
第
２３
表
）、
そ
の
周
知
・
普
及
に
努
め
て
き
た
。
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
は
勤
務
間
隔
を
一
一
時
間
以
上
あ
け
る
こ
と
を
提
案
し
た
も
の
の
、「
一

九
年
調
査
」
に
よ
る
と
、
三
交
代
制
の
施
設
で
「
勤
務
と
勤
務
の
間
を
一
一
時

間
あ
け
る
」
こ
と
を
実
施
し
て
い
る
病
院
・
施
設
の
割
合
は
四
四
・
〇
％
に
止

ま
る
。「
二
〇
一
四
年
看
護
職
の
夜
勤
・
交
代
制
勤
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
普
及

に
関
す
る
実
態
調
査
」（
日
本
看
護
協
会
、
以
下
「
一
四
年
調
査
」）
に
お
け
る

「
実
施
し
て
い
る
」
割
合
（
四
二
・
〇
％
）
と
比
較
し
て
も
、
導
入
が
進
ん
で

い
な
い
。
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ま
た
、「
一
九
年
調
査
」
で
二
交
代
制
勤
務
を
実
施
し
て
い
る
施
設
の
う

ち
、
勤
務
拘
束
時
間
一
三
時
間
以
内
と
す
る
こ
と
に
「
取
り
組
む
予
定
は
な

い
」
と
回
答
し
た
施
設
が
四
八
・
八
％
を
占
め
た
。「
一
四
年
調
査
」
の
割
合

（
四
七
・
一
％
）
と
比
較
し
て
も
変
化
が
な
い
こ
と
が
分
か
（
１３
）

っ
た
。

日
中
の
勤
務
に
比
べ
心
身
へ
の
負
担
が
大
き
い
夜
勤
・
交
代
制
勤
務
者
に
お

い
て
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
十
分
に
確
保
す
る
こ
と
は
、
疲
労
を
回
復
さ

せ
次
の
勤
務
に
備
え
る
た
め
に
と
く
に
必
要
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
交
代

勤
務
者
を
対
象
と
し
た
研
究
で
は
、
夜
勤
・
交
代
制
勤
務
を
行
う
人
は
、
そ
う

で
な
い
人
よ
り
も
疲
労
を
一
・
七
五
倍
、
不
眠
を
二
・
七
五
倍
引
き
起
こ
し
や

す
く
、
さ
ら
に
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
が
一
一
時
間
未
満
の
人
は
、
一
一
時
間

以
上
確
保
で
き
た
人
よ
り
も
疲
労
を
一
・
七
一
倍
、
不
眠
を
二
・
一
二
倍
引
き

起
こ
し
や
す
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
（
１４
）

い
る
。

夜
勤
中
の
仮
眠
取
得
に
対
す
る
満
足
度
は
約
三
割
で
あ
り
、
夜
勤
の
人
員
が

手
薄
と
な
る
た
め
、
十
分
な
仮
眠
時
間
を
確
保
で
き
な
い
ケ
ー
ス
も
多
い

（「
一
九
年
調
査
」）。
急
性
期
一
般
病
棟
の
夜
間
（
午
前
二
時
時
点
）
の
看
護
職

員
配
置
は
、「
基
本
三
人
」
の
病
棟
が
最
も
多
く
五
九
・
九
％
、
次
い
で
「
基

本
四
人
以
上
」
が
二
四
・
〇
％
、「
基
本
二
人
」（
最
低
基
準
に
相
当
）
が
一

六
・
一
％
で
あ
っ
た
。
夜
間
の
配
置
を
手
厚
く
す
る
必
要
の
あ
る
患
者
状
態
等

の
場
合
に
は
、
看
護
師
を
手
厚
く
配
置
す
る
対
応
を
と
っ
て
い
る
が
、
手
厚
い

配
置
の
病
棟
で
あ
っ
て
も
イ
ン
シ
デ
ン
ト
が
多
く
発
生
し
て
い
る
（「
二
一
年

調
査
」）。

一
七
年
度
、
日
本
看
護
協
会
は
公
益
財
団
法
人
大
原
記
念
労
働
科
学
研
究
所

に
委
託
し
、
夜
勤
負
担
が
看
護
職
員
に
及
ぼ
す
影
響
を
め
ぐ
り
、「
安
全
、
健

康
、
生
活
を
念
頭
に
お
い
た
看
護
師
の
一
ヵ
月
七
二
時
間
夜
勤
規
制
に
関
す
る

研
究
」
を
行
っ
た
。
ま
た
同
年
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
労
働

安
全
衛
生
総
合
研
究
所
が
「
交
代
制
勤
務
看
護
師
の
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
と

疲
労
回
復
」
に
関
す
る
研
究
を
行
っ
た
。

こ
れ
ら
労
働
科
学
の
知
見
か
ら
、
一
ヵ
月
あ
た
り
の
夜
勤
の
延
べ
時
間
数
が

長
い
と
情
動
ス
ト
レ
ス
の
解
消
が
不
十
分
と
な
る
こ
と
、
ま
た
、
睡
眠
の
確
保

に
影
響
を
及
ぼ
す
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
確
保
が
、
夜
勤
・
交
代
制
勤
務
の

労
働
時
間
特
性
に
よ
っ
て
不
十
分
と
な
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

（
１５
）

っ
た
。
看
護
は
代
表
的
な
「
感
情
労
働
」
と
さ
れ
、
情
動
ス
ト
レ
ス
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
は
重
要
で
あ
る
が
、
日
常
的
に
そ
れ
が
困
難
な
状
況
に
お
か
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
患
者
か
ら
の
暴
力
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
よ
う
な
強
い
負
荷
が
加
わ

れ
ば
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

現
場
で
の
持
続
可
能
な
夜
勤
・
交
代
制
勤
務
へ
の
転
換
を
め
ざ
す
取
り
組
み

へ
の
職
能
団
体
と
し
て
の
支
援
が
引
き
続
き
重
要
で
あ
る
。

２

労
働
災
害

看
護
職
員
の
労
災
の
う
ち
、
社
会
的
な
影
響
が
大
き
か
っ
た
例
と
し
て
、
一

〇
年
に
二
人
の
二
〇
代
の
病
院
勤
務
看
護
師
の
過
労
死
が
相
次
い
で
認
定
さ
れ

た
事
案
が
あ
る
。
死
因
は
い
ず
れ
も
脳
・
心
臓
疾
患
、
勤
務
先
は
大
阪
・
東
京

の
公
的
な
大
規
模
病
院
で
あ
り
、
長
時
間
労
働
と
夜
勤
を
含
む
交
代
制
勤
務
ま

た
は
当
直
勤
務
の
負
荷
を
認
定
理
由
と
し
た
。

日
本
看
護
協
会
は
、「
二
〇
〇
八
年
時
間
外
労
働
、
夜
勤
・
交
代
制
勤
務
等

緊
急
実
態
調
査
」
を
実
施
し
、
過
労
死
危
険
レ
ベ
ル
の
時
間
外
勤
務
を
す
る
看

護
職
員
が
全
国
で
約
二
万
人
に
の
ぼ
る
と
の
推
計
結
果
を
発
表
し
た
。
こ
の
結

果
を
ふ
ま
え
て
過
労
死
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
長
時
間
労
働
の
自
主
点
検
と
、

労
働
時
間
管
理
適
正
化
の
取
り
組
み
を
呼
び
か
け
て
（
１６
）

い
る
。
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「
平
成
三
〇
年
版
過
労
死
等
防
止
対
策
白
書
」
の
医
療
従
事
者
の
過
労
死
認

定
事
案
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
医
師
は
主
と
し
て
長
時
間
労
働
に
起
因
す
る
脳
・

心
臓
疾
患
の
比
率
が
高
い
の
に
対
し
、
看
護
師
に
つ
い
て
は
精
神
障
害
の
事
案

の
割
合
が
多
く
（
脳
・
心
臓
疾
患
一
件
、
精
神
障
害
五
二
件
）、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
女
性
（
五
二
件
の
う
ち
、
五
一
件
女
性
）
で
あ
り
、
約
半
数
が
三
〇
代
以

下
（
五
二
件
の
う
ち
、
二
〇
代
以
下
一
二
件
、
三
〇
代
一
五
件
）
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
そ
の
発
病
に
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
業
務
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
要
因

は
、
患
者
か
ら
の
暴
力
や
入
院
患
者
の
自
殺
の
目
撃
等
の
「
事
故
や
災
害
の
体

験
・
目
撃
を
し
た
」
が
、
約
八
割
と
と
く
に
多
く
（
五
二
件
の
う
ち
「
悲
惨
な

事
故
や
災
害
の
体
験
・
目
撃
を
し
た
」
四
〇
件
）、
そ
の
発
生
時
刻
は
深
夜
帯

が
多
い
（
四
〇
件
の
う
ち
、
一
九
件
が
深
夜
二
四
時
か
ら
八
時
に
（
１７
）

発
生
）。

「
一
九
年
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
職
員
間
お
よ
び
患
者
・
家
族
か
ら
の
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
組
織
的
な
対
策
（
就
業
規
則
の
整
備
、
職
員
研
修
の
実

施
、
相
談
対
応
、
事
後
の
迅
速
・
適
切
な
対
応
な
ど
）
は
、
い
ず
れ
の
項
目
も

六
〇
〜
七
〇
％
の
病
院
が
講
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
一
年
以
内
に

職
場
内
で
何
ら
か
の
暴
力
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
被
害
を
経
験
し
た
看
護
職
員
は
回

答
者
の
四
二
・
九
％
で
あ
っ
た
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
内
容
と
主
な
行
為
者
は
、

「
意
に
反
す
る
性
的
言
動
」「
身
体
的
な
攻
撃
」
に
つ
い
て
は
患
者
に
よ
る
も
の

が
多
く
、「
精
神
的
な
攻
撃
」「
人
間
関
係
か
ら
の
切
り
離
し
」
は
同
じ
職
場
の

職
員
に
よ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

厚
生
労
働
省
「
令
和
二
年
過
労
死
等
の
労
災
補
償
状
況
」
に
よ
る
と
、
二
〇

年
度
の
精
神
障
害
に
よ
る
労
災
請
求
件
数
は
、
産
業
（
大
分
類
）
別
で
は
「
医

療
・
福
祉
業
」
が
四
八
八
件
と
最
多
で
あ
っ
た
。
従
事
者
一
〇
万
人
あ
た
り
請

求
件
数
（
五
・
九
）
も
「
運
輸
・
郵
便
業
」（
六
・
〇
）
に
次
い
で
多
い
（
総

務
省
「
労
働
力
調
査
」
よ
り
算
出
）。
産
業
別
従
事
者
一
〇
万
人
あ
た
り
請
求

件
数
を
一
〇
年
と
比
較
す
る
と
、
一
一
年
の
労
災
認
定
基
準
改
定
を
経
た
と
は

い
え
、
全
体
に
増
加
が
み
ら
れ
、
と
く
に
「
医
療
・
福
祉
業
」
で
は
二
・
〇
か

ら
五
・
九
と
三
倍
近
く
と
な
っ
て
い
る
。

職
種
（
中
分
類
）
別
に
み
た
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
」
の
精
神
障
害
に
よ

る
労
災
の
請
求
件
数
は
二
〇
年
ま
で
の
一
〇
年
間
を
通
じ
て
職
種
別
で
の
ワ
ー

ス
ト
一
〇
内
で
、
さ
ら
に
増
加
傾
向
に
あ
り
、
二
〇
年
度
に
は
一
二
七
件
、
従

事
者
一
〇
万
人
あ
た
り
七
件
を
超
え
る
と
み
ら
れ
る
。
職
場
内
の
暴
力
は
も
と

よ
り
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
職
員
間
の
各
種
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
法
律
に

よ
っ
て
事
業
主
に
対
策
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
顧
客
（
患
者
・
要
介
護

者
・
そ
の
家
族
等
）
に
よ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
か
ら
職
員
を
守
る
対
策
は
現
時
点

で
は
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
顧
客
へ
の
啓
発
と
あ
わ
せ
、
組
織
的
な
取
り

組
み
の
推
進
が
急
務
で
あ
る
。

C
O

V
ID

-19

対
応
に
お
い
て
、
業
務
に
よ
り
感
染
し
、
労
災
適
応
と
な
る
看

護
職
員
も
増
大
し
た
。
医
師
・
看
護
師
や
介
護
業
務
の
従
事
者
は
、
業
務
外
で

感
染
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
き
、
原
則
と
し
て
労
災
対
象
と
な
っ

た
。
厚
生
労
働
省
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
労
災
請
求
件
数

等
」
を
み
る
と
、
医
療
従
事
者
等
は
突
出
し
て
申
請
・
決
定
・
適
用
件
数
が
多

い
。
医
療
従
事
者
等
の
「
医
療
業
」
は
、
請
求
九
万
一
九
三
一
件
、
決
定
八
万

四
三
四
五
件
（
う
ち
支
給
八
万
四
一
〇
二
件
）
と
な
っ
て
い
る
（
二
三
年
三
月

三
一
日
時
点
）。

C
O

V
ID

-19

の
感
染
が
広
が
り
始
め
た
頃
、
対
応
す
る
医
療
従
事
者
に
は
、

人
事
院
規
則
・
第
一
二
条
防
疫
等
作
業
手
当
に
定
め
る
特
殊
手
当
と
し
て
一
日

に
つ
き
三
八
〇
円
（
著
し
く
危
険
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
作
業
に
従
事
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
額
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た

額
）
が
支
給
さ
れ
た
。
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二
〇
年
四
月
一
五
日
に
、
日
本
看
護
協
会
は
政
府
に
対
し
、C

O
V

ID
-19

対

応
を
行
っ
て
い
る
看
護
職
に
対
し
て
危
険
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、

看
護
職
が
帰
宅
せ
ず
ホ
テ
ル
等
に
宿
泊
し
た
場
合
に
当
該
看
護
職
に
対
し
て
一

泊
に
つ
き
一
万
五
〇
〇
〇
円
を
上
限
に
宿
泊
費
の
補
助
を
行
う
こ
と
を
要
望
し

た
。そ

の
後
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
従
事
者
慰
労
金
交
付
事

業
」
に
お
い
て
、C

O
V

ID
-19

に
対
す
る
医
療
提
供
に
関
し
、
都
道
府
県
か
ら

役
割
を
設
定
さ
れ
た
医
療
機
（
１８
）

関
等
に
勤
務
し
患
者
と
接
す
る
医
療
従
事
者
や
職

員
に
対
し
、
慰
労
金
と
し
て
最
大
二
〇
万
円
、
そ
の
他
病
院
、
診
療
所
等
に
勤

務
し
患
者
と
接
す
る
医
療
従
事
者
や
職
員
に
対
し
、
慰
労
金
と
し
て
五
万
円
が

給
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
各
自
治
体
、
医
療
機
関
で
危
険
手
当
の

増
額
や
慰
労
金
等
の
支
給
が
行
わ
れ
た
。

３

賃

金

厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
看
護
師
の
平
均
年
収
は
四
九
八
万
六
二
〇

〇
円
（
平
均
年
齢
四
一
・
二
歳
）
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
看
護
協
会
が
行
っ
た

調
査
で
は
、
二
一
年
の
病
院
看
護
職
員
（
看
護
師
）
の
賃
金
額
は
、
初
任
給

（
基
本
給
）
で
約
二
一
万
円
、
勤
続
一
〇
年
で
約
二
五
万
円
と
な
っ
て
い
る

（
第
（
１９
）

２５
表
）。

看
護
職
員
の
賃
金
水
準
は
、
二
〇
代
前
半
で
は
全
産
業
平
均
よ
り
高
め
だ

が
、
三
〇
代
以
降
に
は
逆
転
し
、
年
齢
層
と
し
て
就
業
者
が
最
も
多
い
四
〇
代

前
半
で
は
約
七
万
円
の
開
き
と
な
り
、
こ
の
差
は
年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
拡
大

し
て
い
く
（
第
１２
図
）。
同
じ
医
療
現
場
で
も
、
二
〇
代
で
は
と
も
に
働
く
薬

剤
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
な
ど
の
コ
メ
デ
ィ
カ
ル

職
種
を
上
ま
わ
る
も
の
の
、
そ
の
後
年
齢
上
昇
に
と
も
な
い
次
第
に
追
い
つ
か

れ
、
追
い
抜
か
れ
て
い
る
。

看
護
職
員
の
賃
金
は
業
務
上
担
う
責
任
と
過
酷
な
勤
務
に
見
合
っ
た
も
の
と

は
い
え
な
い
と
し
て
、
そ
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
医
療
機
関
に
勤
務
す

る
看
護
職
員
で
夜
勤
に
従
事
す
る
場
合
は
、
夜
勤
一
回
あ
た
り
定
額
の
手
当
支

給
が
通
例
と
な
っ
て
お
り
、
毎
月
決
ま
っ
て
支
給
さ
れ
る
賃
金
は
夜
勤
手
当
分

を
含
み
、
夜
勤
回
数
に
も
よ
る
も
の
の
、
そ
の
総
額
が
五
〜
八
万
円
程
度
と
な

っ
て
賃
金
総
額
を
上
げ
て
い
る
。
年
齢
・
勤
続
年
数
に
も
と
づ
く
年
功
制
の
賃

金
制
度
を
と
る
例
が
多
い
も
の
の
、
実
際
に
は
年
齢
に
と
も
な
う
賃
金
の
上
昇

は
極
め
て
緩
や
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
出
産
・
育
児
等
に
よ
る
就
業
中
断
や
職

場
移
動
が
多
く
勤
続
年
数
が
短
い
者
が
多
い
こ
と
、
さ
ら
に
職
場
移
動
に
際
し

て
前
職
ま
で
の
経
験
が
反
映
さ
れ
に
く
い
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

人
事
院
が
定
め
る
国
家
公
務
員
の
職
種
別
の
俸
給
表
に
つ
い
て
、
等
級
別
の

適
用
人
数
の
構
成
を
み
る
と
、
看
護
職
員
に
適
用
さ
れ
る
医
療
職
三
表
で
は
、

新
人
か
ら
副
看
護
師
長
ま
で
が
二
級
に
留
め
置
か
れ
る
た
め
、
二
級
適
用
者
が

全
体
の
八
三
％
を
占
め
て
い
る
（
巻
頭
色
刷
り
第
５
図
）。
高
度
な
専
門
性
を

有
す
る
認
定
看
護
師
な
ど
で
す
ら
二
級
に
と
ど
ま
る
。
四
〇
〜
五
〇
人
の
職
員

を
従
え
、
一
つ
の
病
棟
を
管
理
す
る
看
護
師
長
に
な
っ
て
初
め
て
三
級
に
昇
格

す
る
。
役
職
に
つ
き
等
級
が
上
が
る
と
昇
給
す
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
看
護
職
員

に
は
そ
の
チ
ャ
ン
ス
が
非
常
に
少
な
い
。
歴
史
的
な
経
緯
に
よ
っ
て
、
公
立
・

公
的
だ
け
で
な
く
、
民
間
で
も
国
家
公
務
員
医
療
職
俸
給
表
（
三
）（
以
下
、

医
療
職
俸
給
表
（
三
））
に
準
じ
た
賃
金
制
度
を
持
つ
医
療
機
関
が
多
く
、
こ

の
こ
と
が
看
護
職
員
の
賃
金
が
な
か
な
か
上
が
ら
な
い
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て

い
る
。

特集２ 新型コロナウイルス感染拡大のなかでの看護労働
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第２５表 看護師の賃金（単位：円 ２０２１年、２０２０年）

前回（２０２０年度実績）

平均税込

給与総額

２６２，２７７

２７０，２９２

３１８，９１６

〔備考〕 １）「税込給与額」には、通勤手当、住宅手当、家族手当、夜勤手当、当直手当等を含む（時間外手当
および新型コロナウイルス感染症に係る危険手当等は除く）。ただし新卒者については、家族手当
は含まず、単身・民間アパート居住とする。

２）夜勤をした場合には、当該の月に三交代で夜勤８回（二交代で夜勤４回）をしたものとする。
〔出所〕 日本看護協会「２０２１年病院看護・外来看護実態調査」

５５～５９歳５０～５４歳４５～４９歳４０～４４歳３５～３５歳３０～３４歳２５～２９歳２０～２４歳

２８．５

２４．５

３１．４

２８．６

３３．２

３２．４

３７．７

４１．７

３４．３

４５．９

３６．１
３７．３

５１．２５２．２

１４．９万円

９．８万円
７．４万円

４．５万円

３３．２

３８．１

看護師
産業計（大卒）

単位：万円
※月額賃金額：「決まって支給する現金給与額」（時間外勤務手当、夜勤手当等を含む）
「看護師」「産業計（大卒）」はいずれも男女計

第１２図 年齢階層別月額賃金額（看護師・産業計（大卒））

〔出所〕 厚生労働省「令和２年 賃金構造基本統計調査」

平均基本

給与額

２０２，２８９

２０８，９１８

２４４，５８７

今回（２０２１年度実績）

平均税込

給与総額

２５９，２３３

２６７，４４０

３２０，８４６

平均基本

給与額

２０３，４４５

２０９，９９０

２４８，１４９

回答病院数

２，２５９

２，１４５

２，２６６

新卒看護師初任給

（高卒＋３年課程）

新卒看護師初任給

（大卒）

勤続１０年看護師月額給与

（３１～３２歳、非管理職）

108



４

看
護
職
員
の
処
遇
改
善

看
護
職
員
の
処
遇
改
善
は
積
年
の
課
題
で
あ
り
、
収
入
が
厳
し
い
職
務
内
容

に
見
合
っ
て
い
な
い
こ
と
、
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
重
ね
て
も
収
入
が
増
え
て
い
か

な
い
こ
と
が
看
護
職
員
不
足
の
大
き
な
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
日
本

看
護
協
会
で
は
、
抜
本
的
な
看
護
職
員
の
処
遇
改
善
を
要
望
し
て
き
た
。

二
一
年
一
〇
月
に
就
任
し
た
岸
田
文
雄
首
相
は
、「
コ
ロ
ナ
克
服
・
新
時
代

開
拓
の
た
め
の
経
済
対
策
」
の
一
環
と
し
て
、
看
護
職
員
等
の
給
与
を
上
げ
る

た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
「
看
護
職
員
等
の
処
遇
改
善
」
を
掲
げ
た
。
そ
し

て
、
看
護
、
介
護
、
保
育
な
ど
の
現
場
で
働
く
人
び
と
の
賃
金
水
準
を
規
定
し

て
い
る
公
的
価
格
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
公
的
価
格
評
価
検
討
委
員
会
が
設
置

さ
れ
た
。

日
本
看
護
協
会
で
は
、
看
護
職
員
の
賃
金
増
を
実
現
す
る
た
め
の
方
策
と
し

て
、
各
年
齢
層
に
わ
た
る
基
本
給
引
き
上
げ
に
よ
る
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
の
実
現
と

管
理
的
立
場
に
あ
る
看
護
職
員
お
よ
び
高
度
な
専
門
性
を
有
す
る
看
護
職
員
を

適
切
に
処
遇
で
き
る
賃
金
体
系
の
導
入
の
措
置
の
実
施
と
医
療
職
俸
給
表

（
三
）
の
級
別
標
準
職
務
内
容
を
改
善
す
る
こ
と
を
ま
と
め
た
意
見
書
を
提
出

し
た
。

同
委
員
会
が
一
二
月
二
一
日
に
示
し
た
中
間
整
理
で
は
、
地
域
で
コ
ロ
ナ
医

療
な
ど
一
定
の
役
割
を
担
う
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
看
護
職
員
の
収
入
の
三
％

程
度
の
引
き
上
げ
と
、
す
べ
て
の
職
場
に
お
け
る
看
護
師
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

に
と
も
な
う
処
遇
改
善
の
あ
り
方
の
検
討
の
必
要
性
が
明
記
さ
れ
た
。

看
護
職
員
等
処
遇
改
善
事
業
で
は
、「
地
域
で
コ
ロ
ナ
医
療
な
ど
一
定
の
役

割
を
担
う
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
看
護
職
員
」
を
対
（
２０
）

象
に
、「
二
〇
二
二
年
二

月
〜
九
月
の
間
、
国
の
補
助
金
を
活
用
し
た
収
入
の
一
％
程
度
（
月
額
四
〇
〇

〇
円
）
引
き
上
げ
」
が
行
わ
れ
た
。
医
療
機
関
か
ら
の
補
助
金
申
請
に
つ
い
て

は
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る
医
療
機
関
二
七
二
〇
施
設
の
う
ち
、
今
回
は
二
四

一
一
施
設
、
八
八
・
六
％
が
申
請
し
た
。

一
〇
月
か
ら
は
、
診
療
報
酬
に
よ
っ
て
三
％
（
月
一
万
二
〇
〇
〇
円
）
程
度

引
き
上
げ
る
た
め
、「
看
護
職
員
処
遇
改
善
評
価
料
」
が
新
設
さ
れ
、
必
要
な

費
用
を
対
象
（
２１
）

病
院
に
支
払
う
仕
組
み
が
始
ま
っ
た
。「
看
護
職
員
処
遇
改
善
評

価
料
」
に
よ
る
処
遇
改
善
に
あ
た
っ
て
は
、「
安
定
的
な
賃
金
改
善
を
確
保
す

る
観
点
か
ら
、
当
該
評
価
料
に
よ
る
賃
金
改
善
の
合
計
額
の
二
／
三
以
上
は
、

基
本
給
又
は
決
ま
っ
て
毎
月
支
払
わ
れ
る
手
当
の
引
上
げ
に
よ
り
改
善
を
図
る

こ
と
」（
算
定
要
件
）
と
さ
れ
て
（
２２
）

い
る
。

地
域
で
コ
ロ
ナ
医
療
な
ど
一
定
の
役
割
を
担
う
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
看
護

職
員
（
全
国
で
約
五
七
万
人
）
に
対
し
、
賃
金
引
き
上
げ
の
た
め
の
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
も
の
の
、
就
業
中
の
看
護
職
員
（
約
一
六
八
万
人
）
全
体
の
三
分
の

一
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
訪
問
看
護
や
診
療
所
、
高
齢
者
施
設
等
で
も

看
護
職
員
はC

O
V

ID
-19

対
応
に
奮
闘
し
て
お
り
、
政
府
に
対
し
「
全
て
の
看

護
職
員
の
処
遇
改
善
の
実
現
」
に
つ
い
て
要
望
を
続
け
て
い
る
。

六
月
七
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
の
「
骨
太
の
方
針
」、
さ
ら
に
、「
新
し

い
資
本
主
義
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
お
よ
び
実
行
計
画
」
に
お
い
て
、
看
護
職

員
の
処
遇
改
善
に
引
き
続
き
取
り
組
む
方
針
が
示
さ
れ
、「
す
べ
て
の
職
場
に

お
け
る
看
護
師
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
伴
う
処
遇
改
善
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検

討
す
る
」
こ
と
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
八
月
三
〇
日
に
は
、
人
事
院
が
医
療
職

俸
給
表
（
三
）
の
見
直
し
に
着
手
し
て
い
る
こ
と
が
公
表
さ
れ
た
。
同
日
開
催

さ
れ
た
公
的
価
格
評
価
検
討
委
員
会
で
、
増
田
寛
也
座
長
は
、
厚
生
労
働
省
に

対
し
て
医
療
職
俸
給
表
（
三
）
の
見
直
し
を
ふ
ま
え
て
処
遇
改
善
を
進
め
る
よ
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う
医
療
関
係
団
体
に
要
請
し
て
ほ
し
い
と
発
言
し
た
。
そ
し
て
、「
公
的
価
格

評
価
検
討
委
員
会
中
間
整
理
」
を
受
け
る
か
た
ち
で
、
人
事
院
規
則
が
改
正
さ

れ
、
医
療
職
俸
給
表
（
三
）
級
別
標
準
職
務
表
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
一
一
月
一
八
日
公
布
）。

今
回
の
見
直
し
の
趣
旨
は
、「
公
的
価
格
評
価
検
討
委
員
会
中
間
整
理
」（
二

一
年
一
二
月
）
が
求
め
た
「
看
護
師
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
伴
う
処
遇
改
善
」

で
あ
り
、
国
家
公
務
員
の
看
護
師
に
つ
い
て
、
職
務
の
実
態
等
を
ふ
ま
え
、

「
管
理
的
立
場
に
あ
る
看
護
師
や
特
に
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
業

務
を
処
理
す
る
看
護
師
に
つ
い
て
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
伴
い
、
よ
り
高
い
職

務
の
級
に
昇
格
で
き
る
環
境
整
備
を
図
る
」
こ
と
で
あ
る
。

改
正
は
以
下
の
通
り
に
行
わ
れ
た
。

①
三
級
に
「
副
看
護
師
長
」
を
新
た
に
規
定
、
②
三
級
に
「
特
に
高
度
の
知
識
経
験
に

基
づ
き
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
看
護
師
の
職
務
」
を
新
た
に
規
定
、
③
四
級
の
代
表
的

な
職
務
と
し
て
「
看
護
師
長
」
を
規
定
。

看
護
師
長
は
従
来
の
三
級
か
ら
基
本
的
に
四
級
、
非
管
理
職
と
同
じ
く
二
級
に
と
ど
め

ら
れ
て
い
た
副
看
護
師
長
は
あ
ら
た
に
三
級
に
、
さ
ら
に
、「
特
に
高
度
の
知
識
経
験
に
基

づ
き
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
看
護
師
」
が
三
級
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

「
特
に
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
看
護
師
」
に

つ
い
て
は
、
専
門
看
護
師
・
認
定
看
護
師
、
さ
ら
に
特
定
行
為
研
修
修
了
者
は

も
と
よ
り
、
管
理
職
で
な
く
と
も
、
高
度
の
知
識
経
験
に
も
と
づ
き
役
割
を
果

た
し
て
い
る
熟
練
の
看
護
師
も
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
看
護
協
会
で
は
、
医
療
職
俸
給
表
（
三
）
の
見
直
し
を
き
っ
か
け
に
、

自
施
設
の
賃
金
制
度
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
看
護
職
員
の
処
遇
改
善
を
図
る
よ

う
働
き
か
け
を
行
っ
て
（
２３
）

い
る
。

看
護
職
員
の
処
遇
改
善
に
関
す
る
一
連
の
国
の
動
き
は
、C

O
V

ID
-19

と
無

関
係
で
は
な
い
。
地
域
で
コ
ロ
ナ
医
療
な
ど
一
定
の
役
割
を
担
う
医
療
機
関
に

勤
務
す
る
看
護
職
員
（
全
国
で
約
五
七
万
人
）
に
対
し
、
賃
金
引
き
上
げ
の
た

め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、C

O
V

ID
-19

に
対
応
し
た
の
は
今
回
の

対
象
機
関
だ
け
で
は
な
い
。
就
業
中
の
看
護
職
員
は
約
一
六
八
万
人
で
あ
り
、

訪
問
看
護
や
診
療
所
、
高
齢
者
施
設
等
で
も
看
護
職
員
は
新
型
コ
ロ
ナ
対
応
に

奮
闘
し
て
い
る
。
厳
し
い
労
働
環
境
の
も
と
で
勤
務
す
る
す
べ
て
の
看
護
職
員

の
処
遇
の
抜
本
的
改
善
を
実
現
す
べ
く
要
望
を
行
っ
て
い
る
。

第
四
章

今
後
求
め
ら
れ
る
対
策

１

急
性
期
医
療
に
お
け
る
看
護
職
員
配
置
の
強
化

持
続
可
能
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
は
、
有

事
を
見
据
え
つ
つ
、
平
時
か
ら
余
裕
を
も
っ
て
患
者
へ
の
対
応
が
で
き
る
看
護

職
員
配
置
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
病
床
あ
た
り
看
護
職
員
配
置
数

は
、
一
七
年
度
時
点
で
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
三
五
ヵ
国
の
う
ち
三
〇
位
と
、
諸
外

国
に
比
べ
て
か
な
り
低
い
状
況
に
あ
り
、
ま
ず
は
看
護
職
の
量
的
確
保
が
必
須

で
あ
る
。

現
在
、
在
院
日
数
の
短
縮
や
医
療
技
術
の
進
歩
、
患
者
の
重
症
化
等
の
影
響

に
よ
り
、
高
度
急
性
期
入
院
医
療
を
提
供
す
る
病
院
に
お
い
て
は
Ｉ
Ｃ
Ｕ
や
Ｈ

Ｃ
Ｕ
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
病
棟
で
も
短
期
間
で
集
中
的
な
治
療
や
看
護
を
必

要
と
す
る
患
者
が
多
く
入
院
し
て
い
る
。
集
中
治
療
を
行
う
病
院
は
、
医
師
の

負
担
も
大
き
い
た
め
、
看
護
職
員
と
の
タ
ス
ク
・
シ
フ
ト
／
シ
ェ
ア
を
進
め
る
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こ
と
で
、
必
要
に
応
じ
た
手
厚
い
医
療
・
看
護
を
提
供
で
き
、
早
期
回
復
や
重

症
化
予
防
が
可
能
と
な
る
。
急
性
期
病
床
に
お
い
て
は
、
患
者
の
安
全
を
守
り

効
果
的
な
医
療
・
看
護
を
提
供
す
る
た
め
に
、
現
状
の
一
〇
対
一
よ
り
も
手
厚

い
看
護
職
員
配
置
が
必
要
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
お
け
る
看
護
師
配
置
は
、
諸
外

国
で
は
一
・
五
対
一
以
上
の
配
置
の
な
か
で
、
日
本
は
二
対
一
が
基
準
で
あ

る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
お
け
る
配
置
の
違
い
が
死
亡
率
低
下
と

有
意
な
関
連
が
あ
る
と
の
研
究
も
あ
る
。

C
O

V
ID

-19

発
生
以
前
か
ら
、
実
態
と
し
て
は
、
看
護
配
置
入
院
料
一
（
七

対
一
）
を
算
定
し
て
い
る
重
症
者
が
多
い
二
四
四
病
棟
の
三
割
以
上
が
、
診
療

報
酬
の
人
員
配
置
基
準
を
超
え
る
五
対
一
や
六
対
一
な
ど
の
手
厚
い
看
護
配
置

を
行
っ
て
い
る
。C

O
V

ID
-19

対
応
や
感
染
防
止
対
策
の
た
め
に
、
人
工
呼
吸

器
装
着
患
者
へ
の
対
応
は
一
対
一
以
上
、
Ｅ
Ｃ
Ｍ
Ｏ
装
着
患
者
へ
の
対
応
は
一

対
二
以
上
と
手
厚
い
看
護
師
配
置
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
コ
ロ
ナ
感
染
症
重
症
患
者
の
受
け
入
れ
を
行
っ
て
い
る
医
療
機
関
に
お
い

て
は
、
実
態
と
し
て
、
通
常
の
三
倍
以
上
に
相
当
す
る
人
員
を
確
保
し
て
い
た

と
の
報
告
も
あ
る
（
第
四
五
九
回
中
医
協
総
会
資
料
（
二
〇
年
五
月
二
五

日
））。

ま
た
、
人
工
呼
吸
器
や
Ｅ
Ｃ
Ｍ
Ｏ
を
必
要
と
す
る
コ
ロ
ナ
重
症
患
者
の
治
療

体
制
に
必
要
な
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
お
け
る
看
護
職
員
配
置
の
強
化
も
必
要
で
あ
る
。

２

感
染
管
理
認
定
看
護
師（
Ｃ
Ｎ
）・
感
染
症
看
護
専
門
看
護
師

（
Ｃ
Ｎ
Ｓ
）の
養
成

C
O

V
ID

-19

対
応
に
お
い
て
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
整
備
・
周
知
、
感
染
症
対
策

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
見
直
し
・
改
定
、
幅
広
い
感
染
管
理
体
制
の
整
備
等
、
感
染
管

理
認
定
看
護
師
（
Ｃ
Ｎ
）・
感
染
症
看
護
専
門
看
護
師
（
Ｃ
Ｎ
Ｓ
）
が
果
た
し

た
役
割
は
大
き
か
っ
た
。

今
回
の
活
躍
を
ふ
ま
え
、
高
い
専
門
性
を
発
揮
で
き
る
感
染
管
理
認
定
看
護

師
の
養
成
は
い
っ
そ
う
重
要
だ
が
、
感
染
管
理
認
定
看
護
師
は
二
九
七
七
人

（
二
〇
年
一
二
月
）
で
あ
り
、
中
小
規
模
病
院
に
所
属
す
る
感
染
管
理
認
定
看

護
師
は
少
な
い
状
況
に
あ
る
。
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
収
束
が
見
え
な
い
な
か
、
感

染
症
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
と
高
度
な
技
術
を
持
つ
感
染
管
理
認
定
看
護
師

の
養
成
が
急
が
れ
る
。

３

看
護
職
員
の
処
遇
改
善

看
護
職
員
は
、
二
四
時
間
体
制
で
あ
ら
ゆ
る
現
場
を
守
っ
て
お
り
、
業
務
の

特
殊
性
か
ら
、
夜
勤
・
交
代
制
勤
務
に
よ
る
様
々
な
健
康
上
の
リ
ス
ク
に
さ
ら

さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
、
看
護
職
は
引
き
続
き
高
い
使

命
感
を
持
っ
て
働
い
て
い
る
が
、
使
命
感
だ
け
で
は
限
界
が
あ
り
、
正
当
な
処

遇
が
必
要
で
あ
る
。
政
府
に
よ
る
看
護
職
員
の
処
遇
改
善
も
始
ま
っ
た
が
、
看

護
職
員
の
厳
し
い
仕
事
内
容
に
見
合
っ
た
処
遇
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

４

勤
務
環
境
の
整
備

看
護
職
員
が
日
中
も
夜
間
も
健
康
に
働
く
こ
と
は
、
患
者
に
提
供
さ
れ
る
医

療
の
安
心
・
安
全
を
守
る
こ
と
に
直
結
し
て
お
り
、
医
療
提
供
体
制
を
維
持
す

る
う
え
で
も
、
看
護
職
員
が
健
康
に
働
き
続
け
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

就
業
者
の
全
体
的
な
年
齢
上
昇
に
と
も
な
い
、
一
六
時
間
夜
勤
に
代
表
さ
れ

る
、
元
気
で
疲
労
か
ら
の
回
復
が
早
い
若
年
層
向
き
に
作
り
上
げ
て
き
た
看
護
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の
職
場
の
働
き
方
を
、
中
高
年
齢
層
に
も
対
応
可
能
な
、
無
理
な
く
続
け
ら
れ

る
働
き
方
へ
転
換
す
る
こ
と
が
急
務
と
な
る
。
ま
た
、
就
業
期
間
の
延
長
に
と

も
な
い
、
中
高
年
齢
層
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
や
、
能
力
・
役
割
・
責
任
に
応
じ
た

処
遇
制
度
へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
日
本
看
護
協
会
が
「
プ
ラ
チ

ナ
ナ
ー
ス
」
と
称
す
る
、
六
〇
歳
前
後
か
ら
そ
れ
以
上
の
年
齢
層
で
就
業
し
て

い
る
者
に
つ
い
て
、
キ
ャ
リ
ア
を
活
か
し
て
健
康
に
働
け
る
就
業
環
境
の
整

備
、
適
切
な
処
遇
の
仕
組
み
づ
く
り
が
急
が
れ
る
。

５

ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
機
能
お
よ
び
看
護
職
の

資
格
活
用
基
盤
強
化

都
道
府
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
を
通
じ
、
現
場
に
復
帰
し
た
多
く
の
看
護
職
が

業
務
に
従
事
し
た
。
し
か
し
、
資
格
を
有
す
る
看
護
職
の
把
握
に
つ
い
て
、
現

行
制
度
で
は
、
す
べ
て
の
数
を
定
期
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
後

の
高
齢
化
の
進
展
、
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
等
を
考
え
る
と
、
将
来
に
わ
た
り

看
護
の
実
効
性
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
は
、
未
就
業
者
を
含
む
す
べ
て
の
看

護
資
格
保
有
者
の
動
静
を
適
切
に
把
握
し
、
資
質
の
向
上
と
キ
ャ
リ
ア
構
築
を

支
援
す
る
体
制
構
築
が
急
が
れ
る
。

今
後
、
医
療
・
看
護
提
供
体
制
を
恒
久
的
に
維
持
す
る
た
め
、
看
護
職
の
資

格
管
理
に
関
す
る
現
行
制
度
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
連
携
に
よ
り
、
資
格
を
有
す

る
す
べ
て
の
看
護
職
を
把
握
し
、
看
護
職
と
し
て
の
資
質
を
維
持
す
る
継
続
的

な
検
査
等
の
支
援
体
制
を
早
急
に
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
に
は
、
就
業
支
援
の
役
割
が
期
待
さ
れ

て
い
る
が
、
人
員
・
予
算
の
体
制
は
都
道
府
県
に
よ
る
格
差
が
大
き
く
、
決
し

て
万
全
と
は
い
え
な
い
状
況
の
た
め
財
政
支
援
の
大
幅
な
拡
充
が
必
要
で
あ

る
。６

看
護
職
員
の
応
援
派
遣
お
よ
び
応
援
派
遣
体
制
の
確
保

地
域
の
実
情
、
患
者
の
病
態
・
重
症
度
に
応
じ
た
病
床
を
確
保
し
、
治
療
・

看
護
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。C

O
V

ID
-19

の
感
染
爆
発
に
よ
っ

て
、
軽
症
者
以
外
の
在
宅
療
養
が
余
儀
な
く
さ
れ
、
訪
問
看
護
師
へ
の
健
康
観

察
依
頼
も
相
次
い
だ
。
ま
たC

O
V

ID
-19

回
復
患
者
の
転
院
困
難
と
い
う
事
態

も
発
生
し
た
。

行
政
、
医
療
機
関
、
医
療
関
係
団
体
の
役
割
を
明
確
化
し
、
連
携
し
な
が

ら
、
地
域
に
必
要
な
医
療
提
供
体
制
お
よ
び
災
害
・
感
染
拡
大
等
の
有
事
に
備

え
た
医
療
提
供
体
制
の
構
築
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

施
設
等
機
能
の
明
確
化
と
看
護
職
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
従
事
者
の
役
割
発

揮
に
向
け
た
提
供
体
制
の
整
備
を
行
う
た
め
に
は
、
都
道
府
県
に
お
い
て
病
院

機
能
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
機
能
に
応
じ
た
役
割
分
担
と
連
携
を
行
う
こ
と

の
で
き
る
、
医
療
・
看
護
提
供
体
制
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
役
割
分
担
と
連
携

を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
円
滑
な
搬
送
調
整
や
医
療
従
事
者
の
人
員
配
置
の
調

整
が
可
能
と
な
る
。

患
者
の
重
症
度
に
応
じ
た
医
療
を
提
供
で
き
る
施
設
等
の
機
能
の
明
確
化
に

よ
り
、
有
効
に
医
療
資
源
が
活
用
さ
れ
、
た
と
え
ば
、
回
復
し
た
重
症
患
者
は

中
等
症
患
者
・
軽
症
者
を
治
療
す
る
医
療
機
関
で
継
続
的
な
治
療
・
看
護
の
提

供
を
受
け
る
等
、
効
率
的
な
体
制
が
構
築
で
き
る
。

ま
た
、
ク
ラ
ス
タ
ー
の
発
生
な
ど
に
よ
っ
て
医
療
機
関
で
の
通
常
の
診
療
体

制
の
維
持
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
や
、
宿
泊
療
養
施
設
、
保
健
所
等
で
人
材
の

ニ
ー
ズ
が
急
激
に
増
加
し
た
場
合
に
備
え
、
都
道
府
県
外
か
ら
の
看
護
職
員
に
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よ
る
感
染
症
対
策
応
援
派
遣
の
仕
組
み
を
構
築
し
、
地
域
間
で
の
応
援
体
制
を

確
保
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

お
わ
り
に

日
本
看
護
協
会
が
約
一
万
五
〇
〇
〇
人
の
看
護
職
員
に
対
し
て
実
施
し
た

「
二
〇
二
一
年
看
護
職
員
実
態
調
査
」
で
は
、
六
八
％
が
「
今
後
も
看
護
職
員

と
し
て
働
き
続
け
た
い
」
と
回
答
し
た
。
感
染
拡
大
が
続
く
な
か
で
、「
自
分

自
身
が
感
染
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
大
き
な
恐
怖
と
不
安
を
抱
え
、

「
労
働
環
境
の
悪
化
」
や
「
周
囲
か
ら
の
差
別
や
偏
見
、
心
な
い
言
葉
」
を
経

験
し
な
が
ら
も
、
引
き
続
き
高
い
使
命
感
を
持
っ
て
、
現
場
で
安
心
し
て
働
き

続
け
ら
れ
る
職
場
環
境
づ
く
り
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
ま
ず
は
看
護
職
の
量
的
確
保
が
必
須
で
あ
る
。
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
支
援
体
制
や
専
門
性
の
高
い
看
護
職
に
よ
る
支
援
の
強
化
が
必
要
で
あ
り
、

患
者
の
療
養
支
援
を
保
健
所
・
施
設
・
訪
問
看
護
等
の
連
携
強
化
に
よ
っ
て
確

保
で
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
処
遇
改
善
や
休
暇
の
確
保
へ

の
対
応
も
必
要
で
あ
る
。

（
小
村
由
香
、
奥
村
元
子
）

（
１
）
「
二
〇
二
一
年
看
護
職
員
実
態
調
査
」（
日
本
看
護
協
会
）。

（
２
）
子
ど
も
を
持
つ
者
の
割
合
は
五
五
・
三
％
で
、
三
〇
代
以
上
で
は
半
数
以
上
が
子

ど
も
を
持
つ
。
平
時
に
お
け
る
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
支
援
措
置
の
利
用
は
当
然
の
こ

と
だ
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
ま
ん
延
防
止
措
置
等
の
間
の
保
育
園
・
学
校

等
の
休
園
・
休
校
は
看
護
職
員
の
就
労
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
（
日

本
看
護
協
会
「
二
〇
二
一
年
病
院
看
護
・
外
来
看
護
実
態
調
査
」）。

（
３
）
「
重
点
医
療
機
関
」
と
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
患
者
専
用
の
病
院
や
病
棟
を
設
定
す
る
医

療
機
関
、「
協
力
医
療
機
関
」
と
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
疑
い
患
者
専
用
の
個
室
病
床
を
設
定

す
る
医
療
機
関
を
指
す
。
そ
れ
以
外
の
医
療
機
関
は
「
一
般
の
医
療
機
関
」
と
さ
れ
、

い
ず
れ
も
都
道
府
県
が
指
定
す
る
。

（
４
）
診
療
報
酬
（
入
院
基
本
料
）
と
は
、
入
院
時
の
基
本
的
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
（
医
師

の
基
本
的
な
診
療
、
看
護
、
病
室
病
棟
等
療
養
環
境
な
ど
）
の
対
価
で
あ
る
。
患
者
一

人
あ
た
り
入
院
一
日
単
位
で
点
数
（
一
点
一
〇
円
）
が
決
ま
っ
て
お
り
、「
急
性
期
一
般

入
院
基
本
料
（
入
院
料
一
）」
で
は
一
六
五
〇
点
（
一
万
六
五
〇
〇
円
）
で
、
こ
こ
に
検

査
・
画
像
診
断
・
注
射
・
処
置
・
手
術
・
投
薬
等
の
診
療
行
為
に
応
じ
た
対
価
、
薬
剤

料
な
ど
が
加
算
さ
れ
る
。
診
療
報
酬
は
保
険
者
か
ら
保
険
医
療
機
関
へ
、
患
者
の
窓
口

負
担
分
を
除
く
金
額
が
支
払
わ
れ
る
。
病
院
へ
の
診
療
報
酬
支
払
い
は
、
現
在
Ｄ
Ｐ
Ｃ

方
式
（
診
断
群
分
類
に
も
と
づ
く
一
日
あ
た
り
包
括
払
い
制
度
）
で
行
わ
れ
て
お
り
、

患
者
の
病
気
の
種
類
ご
と
に
上
記
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
を
包
括
し
た
一
日
あ
た
り
点

数
（
一
点
一
〇
円
）
が
算
定
さ
れ
る
。

（
５
）Labeau

SO
,etal.(2021)

“Prevalence,associated
factors

and
outcom

es
of

pressure
injuries

in
adult

intensive
care

unit
patients:

the
D

ecubIC
U

s

study.”
Intensive

C
are

M
edicine.47

pp.160-169.

（
６
）C

heckley
W

,etal.(2014)
“Structure,Process,and

A
nnualIC

U
M

ortality

A
cross

69
C

enters.”
C

riticalC
are

M
edicine.42

pp.344-356.

（
７
）
一
八
年
度
病
床
機
能
報
告
（
看
護
師
数
の
入
力
が
な
い
治
療
室
は
除
外
。
看
護
師

一
人
あ
た
り
の
月
労
働
時
間
を
一
五
〇
時
間
と
し
て
算
出
）。

（
８
）
「
医
療
関
連
デ
ー
タ
の
国
際
比
較
―
―O

E
C

D
H

ealth
Statistics

2019

」
日
本
医

師
会
総
合
政
策
研
究
機
構
「
リ
サ
ー
チ
エ
ッ
セ
イ
」
№
７７
、
二
〇
一
九
年
。

（
９
）
全
国
の
病
院
八
二
〇
二
施
設
（
全
数
）
の
看
護
部
長
に
回
答
を
依
頼
し
た
。

（
１０
）
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
は
、
一
九
九
二
年
に
制
定
さ
れ
た
「
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の

促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
も
と
づ
き
設
置
さ
れ
た
。
中
央
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
は
日
本
看

護
協
会
が
厚
生
労
働
省
か
ら
、
都
道
府
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
は
都
道
府
県
の
看
護
協
会

が
都
道
府
県
か
ら
指
定
を
受
け
て
運
営
し
て
い
る
。
四
七
都
道
府
県
に
必
ず
一
つ
の
都

道
府
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
看
護
職
確
保
対
策
、
復
職
支
援
等
を
行
っ
て
い

る
。

特集２ 新型コロナウイルス感染拡大のなかでの看護労働
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（
１１
）
ｅ
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
は
、
全
国
四
七
都
道
府
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
で
行
っ
て
い
る

無
料
の
職
業
紹
介
サ
イ
ト
で
あ
る
。

（
１２
）
「
看
護
職
の
Ｗ
Ｌ
Ｂ
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
調
査
」
は
、
日
本
看
護
協
会
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
、
無
料
で
利
用
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
約
一
〇
〇
〇
施

設
以
上
が
実
施
し
て
い
る
。
本
事
業
の
ス
キ
ー
ム
は
、
医
療
機
関
の
勤
務
環
境
改
善
に

関
す
る
改
正
医
療
法
の
規
定
の
施
行
（
一
四
年
一
〇
月
一
日
）
に
と
も
な
い
、
各
医
療

機
関
が
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
活
用
し
て
計
画
的
に
勤
務
環
境
改
善
に
取
り
組
む
仕
組

み
（
勤
務
環
境
改
善
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）
の
導
入
の
際
に
参
照
さ
れ
た
。

（
１３
）
夜
勤
拘
束
時
間
を
一
三
時
間
以
内
に
短
縮
す
る
取
り
組
み
が
進
ま
な
い
背
景
の
一

つ
と
し
て
、
長
時
間
の
日
勤
（
長
日
勤
）
が
あ
る
。
長
日
勤
は
長
時
間
労
働
に
よ
る
業

務
負
荷
が
大
き
い
だ
け
で
な
く
、
育
児
や
介
護
等
、
家
庭
生
活
と
の
両
立
を
困
難
に
し

て
し
ま
う
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
１４
）A

kerstedt,Torbjorn,and
G

oran
K

ecklund.(2017)
“W

hatw
ork

schedule

characteristics
constitute

a
problem

to
the

individual?
A

representative

study
ofSw

edish
shiftw

orkers.”
A

pplied
ergonom

ics
59

pp.320-325.

（
１５
）
佐
々
木
司
「
安
全
、
健
康
、
生
活
を
念
頭
に
置
い
た
看
護
師
の
一
ヶ
月
夜
勤
規
制

に
関
す
る
研
究
」『
看
護
』
Vol.
７１
（
№
１
）、
日
本
看
護
協
会
、
二
〇
一
九
年
、
五
四

頁
、
久
保
智
英
「「
交
代
制
勤
務
看
護
師
の
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
と
疲
労
回
復
」
に
関

す
る
研
究
」『
看
護
』
Vol.
７１
（
№
１
）、
日
本
看
護
協
会
、
二
〇
一
九
年
、
四
八
頁
。

（
１６
）
「N

ew
s

R
elease

」
二
〇
〇
九
年
四
月
二
四
日
、
日
本
看
護
協
会
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
。

（
１７
）
「
平
成
三
〇
年
版
過
労
死
等
防
止
対
策
白
書
」
第
四
章
過
労
死
等
を
め
ぐ
る
調
査
・

分
析
結
果

重
点
業
種
・
職
種
の
調
査
・
分
析
結
果
（
５
）
医
療
。

（
１８
）
重
点
医
療
機
関
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
の
入
院
を
受
け
入
れ
る
医

療
機
関
、
帰
国
者
・
接
触
者
外
来
設
置
医
療
機
関
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
セ
ン
タ
ー
等
。

（
１９
）
厚
生
労
働
省
「
令
和
三
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」、
日
本
看
護
協
会
「
二
〇
二

〇
年
病
院
看
護
実
態
調
査
」「
二
〇
二
一
年
病
院
看
護
・
外
来
看
護
実
態
調
査
」。

（
２０
）
補
助
金
の
対
象
と
な
る
施
設
の
要
件
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
。
①
救
急

医
療
管
理
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
っ
て
、
救
急
搬
送
件

数
が
年
間
で
二
〇
〇
件
以
上
で
あ
る
こ
と
。
②
「
救
急
医
療
対
策
事
業
実
施
要
綱
」（
一

九
七
七
年
七
月
六
日
医
発
第
六
九
二
号
）
に
定
め
る
第
三
「
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
」、
第

四
「
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
」
又
は
第
五
「
小
児
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し

て
い
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

（
２１
）
看
護
職
員
処
遇
改
善
評
価
料
の
対
象
医
療
機
関
は
、
看
護
職
員
等
処
遇
改
善
事
業

補
助
金
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
。

（
２２
）
診
療
報
酬
改
定
に
か
か
る
詳
細
は
、
厚
生
労
働
省
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
令
和
四

年
度
診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

（
２３
）
二
二
年
一
二
月
九
日
付
で
日
本
看
護
協
会
な
ら
び
に
医
療
関
係
団
体
等
に
対
し
、

厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
「
看
護
師
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
伴
う
処
遇
改
善
の
推
進

に
つ
い
て
」
が
発
出
さ
れ
た
。
日
本
看
護
協
会
は
、
二
二
年
一
二
月
二
一
日
に
、
全
国

知
事
会
宛
て
に
看
護
職
員
の
処
遇
改
善
及
び
保
健
所
保
健
師
の
確
保
に
関
す
る
要
望
書

を
提
出
し
た
。
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